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官給品等取扱要領改正（案）新旧対照表（変更箇所のみ） 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

  資伺第２８３号（令和５年１２月２１日） 

 

 

 

 

 

 

官給品等取扱要領 

 

 

 

＜一部変更２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 補 給 処 

 

 

 

 

 

 

 

 

資伺第１号（令和８年２月６日） 

 

 

 

 

 

 

官給品等取扱要領 

 

 

 

＜改  正＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 補 給 処 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

目次 

第１章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第１条 目的 

第２条 用語の定義 

  第３条 適用範囲 

 

第２章 工場補給単位等  ・・・・・・・・・・・・・・５ 

第４条 工場補給単位等 

第５条 工場物品管理責任者 

第６条 工場の名称又は住所の変更 

 

第３章 記録及び証書・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 第７条 引継書 

 第８条 記録 

 第８条の２ 在庫票 

第９条 証書等 

 第１０条 記録及び証書の編集 

  第１１条 証書の作成要領 

  第１２条 証書作成上の留意事項 

  第１３条 諸記録の保存期間 

 第１４条 識別諸元変更の処理 

 

第４章 外注要修理品の処理・・・・・・・・・・・・１１ 

 第１５条 外注要修理品の受領 

  第１６条 修理完成品の納入 

  第１７条 要修理品等の返還 

  第１８条 修理不能品の返還 

  第１９条 修理現況通知 

 

第５章 官給品の処理・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  第２０条 ＭＲＬの処理 

   

目次 

第１章 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第１条 目的 

第２条 用語の定義 

  第３条 適用範囲 

 

第２章 工場補給単位等  ・・・・・・・・・・・・・・５ 

第４条 工場補給単位等 

第５条 工場物品管理責任者 

第６条 工場の名称又は住所の変更 

 

第３章 記録及び証書・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

第７条 引継書 

 第８条 記録 

 第８条の２ 在庫票 

  第９条 証書等 

  第１０条 記録及び証書の編集 

第１１条 証書の作成及び処理要領 

第１２条 証書作成上の留意事項 

第１３条 諸記録の保存期間 

  第１４条 識別諸元変更の処理 

 

第４章 外注要修理品の処理・・・・・・・・・・・・１１ 

  第１５条 外注要修理品の受領 

  第１６条 修理完成品の納入 

  第１７条 要修理品等の返還 

  第１８条 修理不能品の返還 

  第１９条 修理現況記録 

 

第５章 官給品の処理・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  第２０条 ＭＲＬの処理 

  第２１条 ＭＲＬ以外の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

（本文との整合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

業務の見直し（処

理要領（ＪＡＦＲ

１２５）の追加） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第２１条 官給申請 

 第２２条 補給通知 

  第２３条 出荷依頼の処理 

  第２４条 官給品の受領 

  第２５条 官給品等の保管 

  第２６条 枯渇品目の処理 

  第２７条 特別管理品目の管理 

  第２８条 保管期限統制品目の管理 

  第２９条 部品等の活用及び相互流用（共食い） 

 

第６章 貸付物品の処理・・・・・・・・・・・・・・２２ 

第３０条 貸付申請  

第３１条 貸付承認 

第３２条 変更申請 

第３３条 変更承認 

第３４条 貸付条件 

第３５条 受領書及び借受証 

  第３６条 貸付物品の返還 

  第３７条 図書の貸与 

 

第７章 不具合物品の処理・・・・・・・・・・・・・２５ 

 第３８条 不具合通報の処理 

  第３９条 不具合通報の省略 

  第４０条 証書の訂正等 

 

第８章 契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品の処理・・・２６ 

  第４１条 契約不適合疑義品の処理 

  第４２条 ＵＲ証拠品の処理 

 

第９章 官給品等の現況調査等・・・・・・・・・・・２８ 

  第４３条 現況調査 

  第４４条 官給品等の受払通知 

第２２条 官給申請 

  第２３条 補給通知 

  第２４条 出荷依頼の処理 

  第２５条 官給品の受領 

  第２６条 官給品等の保管 

  第２７条 枯渇品目の処理 

  第２８条 特別管理品目の管理 

  第２９条 保管期限統制品目等の管理 

  第３０条 部品等の活用及び相互流用（共食い） 

 

第６章 貸付物品の処理・・・・・・・・・・・・・・２２ 

第３１条 貸付申請 

第３２条 貸付承認 

第３３条 変更申請 

第３４条 変更承認 

第３５条 貸付条件及び不具合発生時の処理 

第３６条 受領書及び借受証 

  第３７条 貸付物品の返還 

  第３８条 図書の貸付 

 

第７章 不具合物品の処理・・・・・・・・・・・・・２５ 

  第３９条 不具合通報の処理 

  第４０条 不具合通報の省略 

  第４１条 証書の訂正等 

 

第８章 契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品の処理・・・２６ 

  第４２条 契約不適合疑義品の処理 

  第４３条 ＵＲ証拠品の処理 

 

第９章 官給品等の現況調査等・・・・・・・・・・・２８ 

  第４４条 現況調査 

  第４５条 官給品等の受払記録 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（本文との整合） 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（本文との整合） 

 

誤記修正 

（本文との整合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

  第４５条 官給品等の年度照合 

第１０章 亡失・損傷等・・・・・・・・・・・・・・２９ 

  第４６条 亡失損傷の処理 

   

 

 

第１１章 不用品の処理・・・・・・・・・・・・・３０ 

  第４７条 修理不能品の処理 

  第４８条 不用決定通知 

  第４９条 不用決定後の処理 

  第５０条 不用品の返還先 

 

第１２章 契約工場検査・・・・・・・・・・・・・３３ 

  第５１条 契約工場検査 

 

＊第１３章 各種コンテナの管理等・・・・・・・・・３４ 

  第５２条 物品管理 

  第５３条 返品書・材料使用明細書の表示 

  第５４条 受払通知 

 

＊第１４章 ＪＭＳ等の処理・・・・・・・・・・・・３５ 

  第５５条 交換率の変動に伴う処置 

  第５６条 新規修理品のＪＭＳ資料の作成 

 

第１５章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

  第５７条 委任規定 

 

 

（注）＊マークは、第２補給処が独自に定めた細部実施要領に係

る目次項目を示す。 

 

 

  第４６条 官給品等の年度調査 

第１０章 亡失・損傷等・・・・・・・・・・・・・・２９ 

  第４７条 亡失損傷の処理 

  第４８条 再官給の処理 

  第４９条 記録の調整 

 

第１１章 不用品の処理・・・・・・・・・・・・・・３０ 

  第５０条 修理不能品の処理 

  第５１条 不用決定通知 

  第５２条 不用決定後の処理 

  第５３条 不用品の返還先 

 

第１２章 契約工場検査・・・・・・・・・・・・・・３３ 

  第５４条 契約工場検査 

 

＊第１３章 各種コンテナの管理等・・・・・・・・・・３４ 

 第５５条 物品管理 

 第５６条 返品書・材料使用明細書の表示 

 第５７条 受払記録 

 

＊第１４章 ＪＭＳ等の処理・・・・・・・・・・・・・３５ 

 第５８条 交換率の変動に伴う処置 

 第５９条 新規修理品のＪＭＳ資料の作成 

 

第１５章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

  第６０条 委任規定 

 

 

（注）＊マークは、第２補給処が独自に定めた細部実施要領に係

る目次項目を示す。 

 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

文言修正（ＪＡＦ

Ｒ１２５改正（年

度照合削除）によ

る） 

業務の見直し（処

理要領（再官給の

処理等）の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

別紙目次（１／２） 

別紙番号 表題 頁   関係条番号 

別紙第１  受領書及び返品書・材料使用

明細書の作成要領 

37 11､17､23 

別紙第 2  返品書・材料使用明細書の摘

要欄記入要領 

42 12､16 

別紙第 3  受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ

３） 

46 15､16､17､

23､44､47､

54 

別紙第 4  調整通知（Ｐ／ＴＲＮ２） 51 16､18､29､

44､47､54 

別紙第 5 ＊ 修理現況通知（Ｒ／ＴＲＮ） 56 19 

別紙第 6 ＊ 修理現況通知（修理ＤＩ更新

ﾄﾗﾝ）エラーリスト 

61 19 

別紙第 7  官給申請通知（ＫＫＴＲＮ） 62 21 

別紙第 8  官給品受払通知（Ｐ／ＴＲＮ

１） 

68 21､24､29､

44､54 

別紙第 9  官給品等対象定型用紙一覧表 74 21 

別紙第 10  補給通知 75 22 

別紙第 11  不具合事項区分表 76 38 

別紙第 12  受領物品に不具合があった場

合の処置 

78 40 

別紙第 13  現況調査実施要領 79 43 

別紙第 14 ＊ ＰＬＡＮＴ ＥＲＲ ＰＴＲ

ＮＬＩＳＴ 

85 44 

別紙第 15  不用品の返還等処理要領 90 47 

別紙第 16  不用材料別区分表 91 47 

別紙第 17  作成要領 94 55 

別紙様式第 1  工場補給単位番号の（新設・

廃止）について 

95 4 

 

別紙目次（１／２） 

別紙番号 表題 頁 関係条番号 

別紙第１  受領書及び返品書・材料使

用明細書の作成及び処理要

領 

37 11､15､17､

24 

別紙第 2  返品書・材料使用明細書の

摘要欄記入要領 

44 12､16 

別紙第 3  工場受領返還記録 48 15､16､17､

24､45､50､

57 

別紙第 4  工場調整記録 54 16､18､30､

45､50､57 

別紙第 5 ＊ 工場修理現況記録 60 19 

別紙第 6  工場官給申請 65 22 

別紙第 7  工場受払記録 71 22､30､45､

57 

別紙第 8  官給品等対象定型用紙一覧

表 

77 22 

別紙第 9  補給通知リスト 78 23 

別紙第 10  不具合事項区分表 79 39 

別紙第 11  受領物品に不具合があった

場合の処理 

81 41 

別紙第 12  現況調査実施要領 82 44 

別紙第 13  工場受払不備記号一覧表 85 45 

別紙第 14  不用品の返還等処理要領 89 50 

別紙第 15  不用材料別区分表 90 50 

別紙第 16  作成要領 93 58 

別紙様式第 1  工場補給単位番号の（新

設・廃止）について 

94 4 

別紙繰上げ 

頁及び関係条番号

の変更 

（以降同様） 

文言修正 

（本文との整合） 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 

 

 

 

文言の修正 

 

 

誤記修正 

 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第 2  工場物品管理責任者の（新

規・設定・変更）届出書 

96 5 

別紙様式第 3  引継書の表紙 97 7 

別紙様式第 4  引継書 98 7 

別紙様式第 5  証明記録 99 7 

別紙様式第 6  カード目録 100  7 

別紙様式第 7  諸記録一覧表 101    7 

 

別紙目次（２／２） 

別紙番号 表題 頁 関係条番号 

別紙様式第 8  管理記録カード 102 8､47 

別紙様式第 9  物品管理帳簿 107 8 

別紙様式第 10  在庫票 108 8 

別紙様式第 11  納品書 110 9､16 

別紙様式第 12  管理換票（受領書） 112 9､15､35､41 

別紙様式第 13  受領書 113 9､15､41 

別紙様式第 14  返品書・材料使用明細書 

115 9､16､17､

36､41､47､

49､53 

別紙様式第 15  物品亡失、損傷報告書 117 9､46 

別紙様式第 16  不用決定申請書 120 9､47､48､49 

別紙様式第 16-1 ＊ 
修理不能判定書の様式及び

記入例 
122 47 

別紙様式第 16-2  不用決定品目表の様式 123 47 

別紙様式第 17  請求原票（Ｂ） 124 9､21 

別紙様式第 18  証書（統制）台帳 131 10 

別紙様式第 19  識別諸元変更該当品目表 133 14 

別紙様式第 20-1  

業者負担品目（追加指定・

内容変更・指定解除）申請

書 

134 20 

別紙様式第 2  工場物品管理責任者等の

（新規設定・変更）届出書 

95 5 

別紙様式第 3  引継書の表紙 96 7 

別紙様式第 4  引継書 97 7 

別紙様式第 5  証明記録 98 7 

別紙様式第 6  カード目録 99 7 

別紙様式第 7  諸記録一覧表  100 7 

 

別紙目次（２／２） 

別紙番号 表題 頁 関係条番号 

別紙様式第 8  管理記録カード 101 8､50 

別紙様式第 9  物品管理帳簿 106 8 

別紙様式第 10  在庫票 107 8 

別紙様式第 11  納品書 109 9､16 

別紙様式第 12  管理換票 111 9､15､36､42 

別紙様式第 13  受領書 112 9､15､42 

別紙様式第 14  返品書・材料使用明細書 

114 9､16､17､

37､42､50､

52､56 

別紙様式第 15  物品亡失、損傷報告書 116 9､47 

別紙様式第 16-1  不用決定申請書 119 9､50 

別紙様式第 16-2 ＊ 
修理不能判定書の様式及び

記入例 
121 50 

別紙様式第 16-3  不用決定品目表 122 50 

別紙様式第 17  官給申請書 123 9､22 

別紙様式第 18  証書（統制）台帳 128 10 

別紙様式第 19  識別諸元変更該当品目表 130 14 

別紙様式第 20-1  

業者負担品目（追加指定・

内容変更・指定解除）申請

書 

131 20 

頁及び関係条番号

の変更 

（以降同様） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（ＪＡＦＲ１２５

との整合） 

 

 

 

別紙様式の枝番の

変更 

 

 

文言の修正 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の削除） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第 20-2 ＊ 業者負担品目指定通知 135 20 

別紙様式第 21-1 ＊ 輸送依頼票 136 23 

別紙様式第 21-2 ＊ 梱包内容内訳表 138 23 

別紙様式第 22 ＊ 流用申請・指示書 140 29 

別紙様式第 23  無償貸付申請書 141 30､32 

別紙様式第 24  無償貸付承認書 142 31 

別紙様式第 25  無償貸付品の故障について 143 34 

別紙様式第 26  借受証 145 35 

別紙様式第 27  不具合通報 146 38 

別紙様式第 28  機能不良等不具合確認記録 149 38 

別紙様式第 29  ＵＲ関連証拠品指定申請書 150 42 

別紙様式第 30  
ＵＲ証拠品等形状変更（切

断・溶解等）申請書 
151 42 

別紙様式第 31  ＵＲ証拠品調査完了通知 152 42 

別紙様式第 32  寄託（ＵＲ）物品処理通知 153 42 

別紙様式第 33 ＊ 
ＪＭＳ－Ａ（Ｄ）部品使用

状況変動通知 
154 55 

別紙様式第 34 ＊ 
ＪＭＳ・作成・訂正・取消 

原案  
155 55 

 

（注）＊マークは、第２補給処のみの様式等を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第 20-2 ＊ 業者負担品目指定通知 133 20 

別紙様式第 21-1 ＊ 輸送依頼票 134 24 

別紙様式第 21-2 ＊ 梱包内容内訳表 136 24 

別紙様式第 22 ＊ 流用申請・指示書 138 30 

別紙様式第 23  無償貸付申請書 139 31､33 

別紙様式第 24  無償貸付承認書 141 32 

別紙様式第 25  
無償貸付物品の故障につい

て 
142 35 

別紙様式第 26  借受証 143 36 

別紙様式第 27  不具合通報 144 39 

別紙様式第 28  機能不良等不具合確認記録 147 39 

別紙様式第 29  ＵＲ関連証拠品指定申請書 148 43 

別紙様式第 30  
ＵＲ証拠品等形状変更（切

断・溶解等）申請書 
149 43 

別紙様式第 31  ＵＲ証拠品調査完了通知 150 43 

別紙様式第 32  寄託（ＵＲ）物品処理通知 151 43 

別紙様式第 33 ＊ 官給依頼について 152 21､48 

別紙様式第 34 ＊ 
ＪＭＳ－Ａ（Ｄ）部品使用

状況変動通知 
153 58 

別紙様式第 35 ＊ 
ＪＭＳ作成・訂正・取消 

原案 
154 58､59 

（注）＊マークは、第２補給処のみの様式等を示す。 
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8 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この取扱要領は、第２補給処が航空自衛隊物品管理補給

手続に基づき、官給品等の取扱いに関する細部実施要領を定

め、契約工場における物品の管理補給に関する業務（物品管理

補給業務）を適正かつ効率的に行うことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 官給品等 官給品、その他、契約工場に対する寄託物品及

び貸付物品をいう。 

(2) 契約工場 防衛省が航空自衛隊の装備品等を生産又は整備

のため契約した民間の会社、工場及びその他これに準ずるも

のをいう。 

(3) 工場物品管理責任者 契約工場における官給品等の物品管

理上の責任者をいう。 

(4) 補給分任物品管理官 航空自衛隊の基地等及び契約工場に

対する物品の管理補給業務を支援する補給物品管理単位に設

ける分任物品管理官をいう。 

(5) 担任補給処 特定の物品の整備、補給業務を専門的に担当

する補給処をいう。 

(6) 不用決定 補給分任物品管理官が修理不能品又は修理をす

る価値がないと認められる物品及び使用することができない

物品が発生した場合に審査の上、当該物品を不用と決定する

ことをいう。この際、当該物品につき回収、売払及び廃棄等

の処分方法を併せて決定する。 

 (7) 不用品 補給分任物品管理官により、不用と決定された物

品をいう。 

 (8) 補給処整備計画（ＭＲＳ） 補給処整備に関する整備、補

給、調達を合理的に運営し、装備品等を適正に維持・整備す

ることを目的とする計画をいう。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この取扱要領は、第２補給処が航空自衛隊物品管理補給

手続に基づき、官給品等の取扱いに関する細部実施要領を定

め、契約工場における物品の管理補給に関する業務（物品管理

補給業務）を適正かつ効率的に行うことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 官給品等 官給品、その他、契約工場に対する寄託物品及

び貸付物品をいう。 

(2) 契約工場 防衛省が航空自衛隊の装備品等を生産又は整備

するため契約した民間の会社、工場及びその他これに準ずる

ものをいう。 

(3) 工場物品管理責任者 契約工場における官給品等の物品管

理上の責任者をいう。 

(4) 補給分任物品管理官 航空自衛隊の基地等及び契約工場に

対する物品の管理補給業務を支援する補給物品管理単位に設

ける分任物品管理官をいう。 

(5) 担任補給処 特定の物品の整備、補給業務を専門的に担当

する補給処をいう。 

(6) 不用決定 補給分任物品管理官が修理不能品又は修理をす

る価値がないと認められる物品及び使用することができない

物品が発生した場合に審査の上、当該物品を不用と決定する

ことをいう。この際、当該物品につき回収、売払及び廃棄等

の処分方法を併せて決定する。 

 (7) 不用品 補給分任物品管理官により、不用と決定された物

品をいう。 

 (8) 補給処整備計画（ＭＲＳ） 補給処整備に関する整備、補

給、調達を合理的に運営し、装備品等を適正に維持・整備す

ることを目的とする計画（以下「ＭＲＳ」という。）をい

う。 
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り丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 (9) 部品標準（ＪＭＳ） 装備品等１００機（台、個）を修理

するのに要する修理用部品の平均所要量を示すものであっ

て、ＭＲＳに対する部品標準の基礎資料とするものをいう。 

 

(10) 資材見積表（ＭＲＬ） ＭＲＳ及びＪＭＳに基づき、当 

該ＭＲＳを実施するために必要と認められる補用部品の品 

目及び数量を記載したリストをいう。 

 

(11) ＭＲＬ－Ａ 航空機機体定期修理（以下「ＩＲＡＮ」と 

いう。）及びエンジンオーバーホール（以下「Ｅ／Ｇオーバ

ーホール」という。）に必要な補用部品の品目及び数量を記

載したリストをいう。 

(12) ＭＲＬ－Ｄ 単体修理に必要な補用部品の品目及び数量 

を記載したリストをいう。 

(13) 地方防衛局調達部長等 地方防衛局調達部長、防衛支局 

長及び防衛事務所長をいう。 

(14) 証書 物品管理職員がその所掌する物品の出納の事実を帳 

簿に記録するための根拠となり、かつ、それを証明する証拠 

文書をいい、契約工場における物品管理の証拠文書として準 

用する。 

(15) 証書等 証書及び証書に準ずるものをいう。 

(16) 物品増減及び現在額報告対象品目 取得時の単価（消費税 

込）が３００万円以上の物品で、受領書（２枚目以降様 

式）の「増減」欄に「Ｍ」が印書されている品目をいう。 

ただし、単価欄が３００万円未満で受領書（２枚目以降様 

式）の「増減」欄に「Ｍ」が印書されている品目を含む。 

 (17) 状条 状態区分及び条件区分を総称していう。 

ア 状態区分  

物品の状態上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分 

   する。 

 

 (9) 部品標準（ＪＭＳ） 装備品等１００機（台、個）を修理

するのに要する修理用部品の平均所要量を示すものであっ

て、ＭＲＳに対する部品標準の基礎資料とするもの（以下

「ＪＭＳ」という。）をいう。 

(10) 資材見積表（ＭＲＬ） ＭＲＳ及びＪＭＳに基づき、当 

該ＭＲＳを実施するために必要と認められる補用部品の品 

目及び数量を記載したリスト（以下「ＭＲＬ」という。）を

いう。 

(11) ＭＲＬ－Ａ 航空機機体定期修理（以下「ＩＲＡＮ」と 

いう。）及びエンジンオーバーホール（以下「Ｅ／Ｇオーバ

ーホール」という。）に必要な補用部品の品目及び数量を記

載したリストをいう。 

(12) ＭＲＬ－Ｄ 単体修理に必要な補用部品の品目及び数量 

を記載したリストをいう。 

(13) 地方防衛局調達部長等 地方防衛局調達部長、防衛支局 

長及び防衛事務所長をいう。 

(14) 証書 物品管理職員がその所掌する物品の出納の事実を帳 

簿に記録するための根拠となり、かつ、それを証明する証拠 

文書をいい、契約工場における物品管理の証拠文書として準 

用する。 

(15) 証書等 証書及び証書に準ずるものをいう。 

(16) 物品増減及び現在額報告対象品目 取得時の単価（消費税 

込）が３００万円以上の物品で、受領書（２枚目以降様 

式）の「増減」欄に「Ｍ」が印書されている品目をいう。 

ただし、単価欄が３００万円未満で受領書（２枚目以降様 

式）の「増減」欄に「Ｍ」が印書されている品目を含む。 

(17) 状条 状態区分及び条件区分を総称していう。 

ア 状態区分  

物品の状態上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分 

する。 

 

 

 

 

文言の修正（より
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（以降同様） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

イ  条件区分  

物品の条件上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分 

する。 

区分 記号 説明 

技術指令 

（ＴＯＣ） 

条件 

Ｔ 物品が特定の技術指令によっ

て改修、検査又はその他の作

業を行うよう指令されている

場合の条件をいう。 

不完備（Ｉ 

ＮＣ）条件 

Ｉ 物品の構成物品が不足のため

その物品が完全な機能を有し

ないときで、整備機関による

整備作業を必要としない場合

の条件をいう。 

要検査条件 Ｕ 高位の検査機関の検査を受け

なければその物品の識別又は

状態を決定することができな

いため、その決定を一時保留

する場合の条件をいう。 

特定条件  その物品を特定の計画、作

業、業務又はその特別の目的

   区分 記号 説明 

使用可能品 Ｓ そのままの状態で本来の用途に直ちに使

用できる物品をいう。 

要修理品 Ｒ そのままの状態では本来の用途に直ちに

使用できないが、修理をすれば本来の目

的に使用でき、又は使用できると判断さ

れる物品をいう。 

修理不能品 Ｃ そのままの状態では本来の用途に使用で

きないもので、技術的又は経済的に修理

できないと判断される物品をいう。 

区分 記号 説明 

使用可能品 Ｓ そのままの状態で本来の用途に直ちに使

用できる物品をいう。 

要修理品 Ｒ そのままの状態では本来の用途に直ちに

使用できないが、修理をすれば本来の目

的に使用でき、又は使用できると判断さ

れる物品をいう。 

修理不能品 Ｃ そのままの状態では本来の用途に使用で

きないもので、技術的又は経済的に修理

できないと判断される物品をいう。 

イ  条件区分  

物品の条件上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分 

する。 

区分 記号 説明 

技術指令 

（ＴＯＣ） 

条件 

Ｔ 物品が特定の技術指令によっ

て改修、検査又はその他の作

業を行うよう指令されている

場合の条件をいう。 

不完備（Ｉ 

ＮＣ）条件 

Ｉ 物品の構成物品が不足のため

その物品が完全な機能を有し

ないときで、整備機関による

整備作業を必要としない場合

の条件をいう。 

要検査条件 Ｕ 高位の検査機関の検査を受け

なければその物品の識別又は

状態を決定することができな

いため、その決定を一時保留

する場合の条件をいう。 

特定条件  その物品を特定の計画、作

業、業務又はその特別の目的
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

にのみ使用するよう指定され

た場合の条件をいう。 

不具合報告 

（ＵＲ）条 

件 

 物品がＪ．Ｔ．Ｏ．００－１０

－１に定める装備品等不具合

報告に該当する場合の条件を

いう。 

(18) 外注要修理品 外注整備契約の対象である要修理品又は 

ＴＯＣ物品をいう。 

(19) 書類操作（Ｐ／Ｗ） 契約工場と補給処又は基地等との 

間における物品の受払に際し、担任補給処に当該物品を経 

由することなく事務処理上、証書等により処理すること 

（以下「Ｐ／Ｗ」という。）。 

(20) 寄託 補給分任物品管理官が物品の所有権を移転しない 

まま工場等の施設等に物品を保管させ、又は物品を修理、 

改造のため当該物品を契約の相手方に引渡すことをいう。 

(21) 官給 補給分任物品管理官が契約に基づき、物品を整備 

又は生産する等のために必要な補用部品を契約の相手方に 

引渡すことをいう。 

(22) 自動出荷 補給処が期限付技術指令書（以下「ＴＣＴ 

Ｏ」という。）、ＭＲＬ等に基づき、契約工場からの請求を 

待つことなく、その需要を見越して自動的に物品を出荷す 

ることをいう。 

(23) 出荷依頼（出荷指令） 担当補給処の補給分任物品管理 

官が該当契約工場の工場物品管理責任者に対し、官給払中の 

官給品を直接、当該担当補給処以外の分任管理官に出荷する 

ことを依頼することをいう。 

(24) 貸付 補給分任物品管理官が契約に基づき、物品の所有 

権を移転しないまま契約の相手方に引渡して使用収益させ 

るもので、民法上の使用貸借、賃貸借又は消費貸借をい 

う。 

(25) 消耗品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えない物 

にのみ使用するよう指定され

た場合の条件をいう。 

不具合報告 

（ＵＲ）条 

件 

 物品がＪ．Ｔ．Ｏ．００－１０

－１に定める装備品等不具合

報告に該当する場合の条件を

いう。 

(18) 外注要修理品 外注整備契約の対象である要修理品又は 

ＴＯＣ物品をいう。 

(19) 書類操作（Ｐ／Ｗ） 契約工場と補給処又は基地等との 

間における物品の受払に際し、担任補給処に当該物品を経 

由することなく、事務処理上、証書等により処理すること 

（以下「Ｐ／Ｗ」という。）をいう。 

(20) 寄託 補給分任物品管理官が物品の所有権を移転しない 

まま工場等の施設等に物品を保管させ、又は物品を修理、 

改造のため当該物品を契約の相手方に引渡すことをいう。 

(21) 官給 補給分任物品管理官が契約に基づき、物品を整備 

又は生産する等のために必要な補用部品を契約の相手方に 

引渡すことをいう。 

(22) 自動出荷 補給処が期限付技術指令書（以下「ＴＣＴ 

Ｏ」という。）、ＭＲＬ等に基づき、契約工場からの請求を 

待つことなく、その需要を見越して自動的に物品を出荷す 

ることをいう。 

(23) 出荷依頼（出荷指令） 担当補給処の補給分任物品管理 

官が該当契約工場の工場物品管理責任者に対し、官給払中の 

官給品を直接、当該担当補給処以外の分任物品管理官に出荷 

することを依頼することをいう。 

(24) 貸付 補給分任物品管理官が契約に基づき、物品の所有 

権を移転しないまま契約の相手方に引渡して使用収益させ 

るもので、民法上の使用貸借、賃貸借又は消費貸借をい 

う。 

(25) 消耗品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えない物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

品及び反覆使用に耐えるが価格が小額又は比較的破損しや 

すい物品をいう。 

原則として、性価区分（以下「ＥＲＣコード」という。）

がＸＢ３の品目をいう。 

(26) 部検 修復性品目の要修理品を使用可能状態に復元する 

ための修理作業のうち、開梱から部品検査までの工程をい 

う。 

(27) 部検コンデム品 部検において、修理不能品（修理限度 

額超過を含む。）と判断された物品をいう。 

(28) 後日補給 補給分任物品管理官が要出荷と判定した物品 

の全部又は一部を出荷できない場合、その物品の入手後出 

荷することをいう。 

(29) 追求 契約工場が、申請を行った物品に対してとられた 

処置について、請求先に照会することをいう。 

(30) 仕掛品 仕様書に引用された整備作業を一時中止した品 

目をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この取扱要領は、第２補給処及び官給品等を管理する契

約工場に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品及び反覆使用に耐えるが価格が小額又は比較的破損しや 

すい物品をいう。 

原則として、性価区分（以下「ＥＲＣコード」という。）

がＸＢ３の品目をいう。 

(26) 部検 修復性品目の要修理品を使用可能状態に復元する 

ための修理作業のうち、開梱から部品検査までの工程をい 

う。 

(27) 部検コンデム品 部検において、修理不能品（修理限度 

額超過を含む。）と判断された物品をいう。 

(28) 後日補給 補給分任物品管理官が要出荷と判定した物品 

の全部又は一部を出荷できない場合、その物品の入手後出 

荷することをいう。 

(29) 追求 契約工場が、申請を行った物品に対してとられた 

処置について、請求先に照会することをいう。 

(30) 仕掛品 仕様書に引用された整備作業を一時中止した品 

目をいう。 

(31) 電算機 航空自衛隊クラウドシステムをいう。 

（適用範囲） 

第３条 この取扱要領は、第２補給処及び官給品等を管理する契

約工場に適用する。 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第２章 工場補給単位等 

（工場補給単位等） 

第４条 契約により常続的に外注整備又は生産する契約工場に対

し、物品管理補給業務を的確に実施するため、官側において、

契約工場ごとに工場補給単位を設け、工場補給単位番号を付与

する。 

なお、当該工場補給単位を設定された契約工場を「ＯＨ工

場」と略称する。  

２ ＯＨ工場以外の契約工場を「ＳＹ工場」と略称し、ＤＨ４－

１に定める製造者記号を工場補給単位番号に替えて使用する。

ただし、製造者記号の指定のないものについては、第２補給処

長が指示する番号（暫定工場番号）を使用する。 

３ 契約工場は、工場補給単位番号の新設又は廃止の事由が発生

した場合について、在庫統制課と協議の上、工場補給単位番号

の（新設・廃止）について（別紙様式第１）により第２補給処

長（資材計画部長気付）に１部提出するものとする。 

 

（工場物品管理責任者） 

第５条 ＯＨ工場の長は、工場物品管理責任者（同人不在間の代

理者を含む。）を指名し、別紙様式第２に定める工場物品管理

責任者の（新規設定・変更）届出書に必要事項を記入のうえ、

速やかに第２補給処長（資材計画部長気付）に届け出るものと

する。この際、当該契約工場を担当する地方防衛局調達部長等

がある場合は、該当する地方防衛局調達部長等を経由するもの

とする。 

２ 前項で届け出た工場物品管理責任者に変更が生じた場合は、

別紙様式第２に変更箇所のみ記入のうえ、前項に準じて届け出

を行うものとする。 

３ ＳＹ工場には通常工場物品管理責任者を設けず、契約の相手

方である者が直接その業務を行うものとする。 

４ 工場物品管理責任者は、次の業務を行う。 

(1) 官給品等の請求、受領、保管及び返還に関すること。 

第２章 工場補給単位等 

（工場補給単位等） 

第４条 契約により常続的に外注整備又は生産する契約工場に対

し、物品管理補給業務を的確に実施するため、官側において、

契約工場ごとに工場補給単位を設け、工場補給単位番号を付与

する。 

なお、当該工場補給単位を設定された契約工場を「ＯＨ工

場」と略称する。  

２ ＯＨ工場以外の契約工場を「ＳＹ工場」と略称し、ＤＨ４－

１に定める製造者記号を工場補給単位番号に替えて使用する。

ただし、製造者記号の指定のないものについては、第２補給処

長が指示する番号（暫定工場番号）を使用する。 

３ 契約工場は、工場補給単位番号の新設又は廃止の事由が発生

した場合について、資材計画部在庫統制課総括班と協議の上、

工場補給単位番号の（新設・廃止）について（別紙様式第１）

により第２補給処長（資材計画部長気付）に１部提出するもの

とする。 

（工場物品管理責任者） 

第５条 ＯＨ工場の長は、工場物品管理責任者（同人不在間の代

理者を含む。）を指名し、工場物品管理責任者等の（新規設 

定・変更）届出書（別紙様式第２）に必要事項を記入の上、速

やかに第２補給処長（資材計画部長気付）に届け出るものとす

る。この際、当該契約工場を担当する地方防衛局調達部長等が

ある場合は、該当する地方防衛局調達部長等を経由するものと

する。 

２ 前項で届け出た工場物品管理責任者等に変更が生じた場合

は、別紙様式第２に変更箇所のみ記入の上、前項に準じて届出

を行うものとする。 

３ ＳＹ工場には、通常、工場物品管理責任者を設けず、契約の

相手方である者が直接その業務を行うものとする。 

４ 工場物品管理責任者は、次の各号の業務を行う。 

(1) 官給品等の請求、受領、保管及び返還に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

文言の修正 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(2) 官給品等の適正な管理に関すること。 

(3) 現況調査の実施に関すること。 

(4) 整備実施の結果、発生する使用不能品の返還並びに不用決

定に関する処理及び不用品の返還に関すること。 

(5) 返還に伴う所要の防錆処理及び包装の実施に関すること。 

(6) 官給品等の亡失又は損傷に係る処理に関すること。 

(7) 工場受払通知の実施に関すること。 

(8) ＭＲＬ及びＪＭＳ資料の作成、提出に関すること。 

(9) その他、官給品等に関して第２補給処長及び地方防衛局調

達部長等の指示する事項に関すること。 

（工場の名称又は住所の変更） 

第６条 契約工場の長は、工場の名称又は住所の変更が予定され

た場合は、変更事項を第２補給処長（在庫統制課長気付）に事

前に通知するものとする。 

 

第３章 記録及び証書 

（引継書） 

第７条 工場物品管理責任者は、その管理する記録及び証書等を

確実に管理するため、かつ、引継ぎを的確に実施するため、次

の各号に定めるものをもって構成する引継書を最新の状態で維

持するものとする。 

２ 引継書の様式は、次の各号による。 

(1) 表紙（別紙様式第３） 

 (2) 引継書（別紙様式第４） 

(3) 証明記録（別紙様式第５） 

(4) カード目録（別紙様式第６） 

(5) 諸記録一覧表（別紙様式第７） 

（記録） 

第８条 契約工場で管理する官給品等の受入、払出及び現在高等

を常に明確に把握するための帳簿を備え、物品の受入、払出等

の都度、必要な事項を記録するものとし、様式等については、

以下を基準とする。 

(2) 官給品等の適正な管理に関すること。 

(3) 現況調査の実施に関すること。 

(4) 整備実施の結果、発生する使用不能品の返還並びに不用決

定に関する処理及び不用品の返還に関すること。 

(5) 返還に伴う所要の防錆処理及び包装の実施に関すること。 

(6) 官給品等の亡失又は損傷に係る処理に関すること。 

(7) 工場受払記録の実施に関すること。 

(8) ＭＲＬ及びＪＭＳ資料の作成、提出に関すること。 

(9) その他、官給品等に関して第２補給処長及び地方防衛局調

達部長等の指示する事項に関すること。 

（工場の名称又は住所の変更） 

第６条 契約工場の長は、工場の名称又は住所の変更が予定され

た場合は、変更事項を第２補給処長（在庫統制課長気付）に事

前に通知するものとする。 

 

第３章 記録及び証書 

（引継書） 

第７条 工場物品管理責任者は、その管理する記録及び証書等を

確実に管理するため、かつ、引継ぎを的確に実施するため、次

項各号に定めるものをもって構成する引継書を最新の状態で維

持するものとする。 

２ 引継書の様式は、次の各号による。 

(1) 表紙（別紙様式第３） 

 (2) 引継書（別紙様式第４） 

(3) 証明記録（別紙様式第５） 

(4) カード目録（別紙様式第６） 

(5) 諸記録一覧表（別紙様式第７） 

（記録） 

第８条 契約工場で管理する官給品等の受入れ、払出し及び現在

高等を常に明確に把握するための帳簿を備え、物品の受入れ、

払出し等の都度、必要な事項を記録するものとし、様式等につ

いては、次の各号を基準とする。 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(1) 帳簿様式（基準） 

次のいずれかの様式を使用するものとする。 

  ア 管理記録カード（別紙様式第８） 

  イ 物品管理帳簿（別紙様式第９） 

(2) 電算機（契約工場が保有するパソコン）による記録 

前号様式による記録については、電算機によることがで 

きる。 

なお、電算機により記録する場合については、前号に準 

じた様式を使用するものとする。 

（在庫票） 

第８条の２ 契約工場は、保管する官給品等の数量（在庫現在

高）を常時、保管場所に明示し、保管及び現況調査等の適正な

実施を図るため、在庫票（別紙様式第１０）を備え付け、物品

の受入、払出等の都度、必要な事項を記入するものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合はその作成を省略す

ることができる。 

(1) 物品の保管数量が僅少で、数量の把握が在庫票によらなく 

とも容易にできる場合 

(2) 保管場所の環境等のため、在庫票を保管場所に備え付ける

ことが物理的に困難な場合（自動倉庫により保管する場合を

含む。） 

２ 電算機により記録を実施する場合は、前項に準じた様式等を

用いるものとする。  

３ 第１項第２号により、在庫票の作成を省略する場合は、前項

により記録を実施するものとする。 
（証書等） 

第９条 契約工場が備える証書等は、次の各号による。 

(1) 証書 

ア 納品書（別紙様式第１１） 

  イ 管理換票（受領書）（別紙様式第１２） 

  ウ 受領書（別紙様式第１３） 

  エ 返品書・材料使用明細書（別紙様式第１４） 

(1) 帳簿様式（基準） 

次のいずれかの様式を使用するものとする。 

  ア 管理記録カード（別紙様式第８） 

  イ 物品管理帳簿（別紙様式第９） 

(2) 契約工場が保有するパソコンによる記録 

前号様式による記録については、契約工場が保有するパソ

コンによることができるものとし、その様式は、前号に準 

じた様式を使用するものとする。 

 

（在庫票） 

第８条の２ 契約工場は、保管する官給品等の数量（在庫現在

高）を常時、保管場所に明示し、保管及び現況調査等の適正な

実施を図るため、在庫票（別紙様式第１０）を備付け、物品の

受入れ、払出し等の都度、必要な事項を記入するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその作成を省略

することができる。 

(1) 物品の保管数量が僅少で、数量の把握が在庫票によらなく 

とも容易にできる場合 

(2) 保管場所の環境等のため、在庫票を保管場所に備付けるこ

とが物理的に困難な場合（自動倉庫により保管する場合を含

む。） 

２ 契約工場が保有するパソコンにより記録を実施する場合は、

前項に準じた様式を用いるものとする。  

３ 第１項第２号により、在庫票の作成を省略する場合は、前項

により記録を実施するものとする。 
（証書等） 

第９条 契約工場が備える証書等は、次の各号による。 

(1) 証書 

ア 納品書（別紙様式第１１） 

  イ 管理換票（別紙様式第１２） 

  ウ 受領書（別紙様式第１３） 

  エ 返品書・材料使用明細書（別紙様式第１４） 

 

 

 

 

契約工場が保有す

るパソコンと電算

機（空自クラウ

ド）を区別 

（以降同様） 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（ＪＡＦＲ１２５

と整合） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(2) 証書に準じて取扱う書類 

ア 物品亡失、損傷報告書（別紙様式第１５） 

  イ 不用決定申請書（別紙様式第１６）及び不用決定書 

  ウ 請求原票（Ｂ）（別紙様式第１７） 

(3)  その他 

ア 受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ３） 

イ 調整通知（Ｐ／ＴＲＮ２） 

ウ 官給品受払通知（Ｐ／ＴＲＮ１） 

（記録及び証書の編集） 

第１０条 契約工場が行う記録及び証書（以下「記録等」とい

う。）の編集は、次のとおりとする。ただし、「証書に準じて取

扱う書類」については該当する各条で別に定めるところによ

る。 

(1) 管理記録カードの編集 

    管理記録カードは、官給品、寄託物品（契約不適合物品、

契約不適合疑義物品及びＵＲ証拠品を含む。）、貸付物品及び

不用品の別に区分し、それぞれのカードを物品番号又は部品

番号順に編集する。 
(2) 証書の編集 

      証書には、証書番号を付与し、年度ごと、業務記号別、証

書番号順に適宜の枚数毎（通常、１００番号毎）に編集す

る。証書綴の表紙には、証書番号の範囲（例：自１～至１０

０）を表示して保存するものとする。 

 (3) 証書の統制 

   証書番号を一元的に統制し、その付与を適正にするととも 

  に、その状況を記録するため別紙様式第１８に定める証書

（統制）台帳を設けるものとする。 

(4) 証書の追求 

証書（統制）台帳に登録後６０日以上経過しても当該証書

の第１票が契約工場に未着の場合は、第２補給処在庫統制課

に対して追求を行う。追求の結果、証書の紛失が判明した場 

(2) 証書に準じて取扱う書類 

ア 物品亡失、損傷報告書（別紙様式第１５） 

  イ 不用決定申請書（別紙様式第１６－１）及び不用決定書 

  ウ 官給申請書（別紙様式第１７） 

(3)  その他 

ア 工場受領返還記録 

イ 工場調整記録 

ウ 工場受払記録 

（記録及び証書の編集） 

第１０条 契約工場が行う記録及び証書（以下「記録等」とい

う。）の編集は、次の各号のとおりとする。ただし、「証書に準

じて取扱う書類」については該当する各条で別に定めるところ

による。 

(1) 管理記録カードの編集 

    管理記録カードは、官給品、寄託物品（契約不適合物品、

契約不適合疑義物品及びＵＲ証拠品を含む。）、貸付物品及び

不用品の別に区分し、それぞれのカードを物品番号又は部品

番号順に編集する。 
(2) 証書の編集 

      証書には、証書番号を付与し、年度ごと、業務記号別、証

書番号順に適宜の枚数毎（通常、１００番号毎）に編集す

る。証書綴の表紙には、証書番号の範囲（例：自１～至１０

０）を表示して保存するものとする。 

 (3) 証書の統制 

   証書番号を一元的に統制し、その付与を適正にするととも 

  に、その状況を記録するため証書（統制）台帳（基準）（別

紙様式第１８）により、証書番号を統制するものとする。 

  (4) 証書の追求 

証書（統制）台帳に登録後６０日以上経過しても当該証書

の第１票が契約工場に未着の場合は、第２補給処資材計画部

在庫統制課証書班に対して追求を行う。追求の結果、証書の

 

 

別紙様式の枝番の

変更 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の削除） 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

合は物品異動の根拠となる諸資料を基に第２補給処が再発行

を行う。なお、再発行した証書には、「再発行」と朱書す

る。 

（証書の作成要領） 

第１１条 契約工場は、物品の受入、払出のための受領書及び返

品書・材料使用明細書の作成要領は、別紙第１のとおりとす

る。 

（証書作成上の留意事項） 

第１２条 契約工場は、物品にかかる事務処理を的確にするた

め、次の事項に留意し作成しなければならない。 

(1) 記入する文字は、明瞭で読み誤りがないよう正確に記入す 

る。 

(2) 必要な署名を確実に行う。 

(3) 返品書・材料使用明細書には、取扱い処理を確実にするた 

め、必要事項を摘要欄に記入するものとし、記入要領は、別 

紙第２のとおりとする。 

(4) 物品増減及び現在額報告対象品目は、品目のシリアルナン 

バー（一連番号）ごとに受領書及び返品書・材料使用明細書

を作成する。シリアルナンバーが不明な品目については在庫

統制課担当と調整するものとし、記載する単価（消費税込）

は次によるものとする。 

ア 寄託品 

寄託品受領時の証書に記載された単価 

イ 官給品 

(ｱ) 未使用で補給処等へ返還する場合は、官給品受領時の 

証書に記載された単価 

(ｲ)  その他の場合は、補給処から通知された単価 

（諸記録の保存期間） 

第１３条 契約工場が備える諸記録の保存期間は、次の表による

ものとする。 

紛失が判明した場合は、物品異動の根拠となる諸資料を基に

第２補給処が再発行を行う。 

なお、再発行した証書には、「再発行」と朱記する。 

（証書の作成及び処理要領） 

第１１条 契約工場は、別紙第１に定める要領で物品の受入れ、

払出しのための受領書及び返品書・材料使用明細書を作成し、

処理する。 

（証書作成上の留意事項） 

第１２条 契約工場は、物品にかかる事務処理を的確にするた

め、次の事項に留意し作成しなければならない。 

(1) 記入する文字は、明瞭で読み誤りがないよう正確に記入す 

る。 

(2) 必要な署名を確実に行う。 

(3) 返品書・材料使用明細書には、取扱い処理を確実にするた 

め、必要事項を摘要欄に記入するものとし、記入要領は、別 

紙第２のとおりとする。 

 (4) 物品増減及び現在額報告対象品目は、品目のシリアルナン 

バー（一連番号）ごとに受領書及び返品書・材料使用明細書

を作成する。シリアルナンバーが不明な品目については資材

計画部在庫統制課総括班と調整するものとし、記載する単価

（消費税込）は次によるものとする。 

ア 寄託品 

寄託品受領時の証書に記載された単価 

イ 官給品 

(ｱ) 未使用で補給処等へ返還する場合は、官給品受領時の 

証書に記載された単価 

(ｲ)  その他の場合は、補給処から通知された単価 

（諸記録の保存期間） 

第１３条 契約工場が備える諸記録の保存期間は、次の表による

ものとする。 

誤記修正 

（以降同様） 

 

文言の修正 

（処理要領が記載

されているため） 

（主語が重複して

いるため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（識別諸元変更の処理） 

第１４条 契約工場は、別紙様式第１９に定める識別諸元変更該

当品目表を受領した場合、発効日付を確認し、当該日付及び変

更区分に基づき管理記録カード及び物品票等の該当識別諸元を

変更するものとする。 

 

 

 

２ 電算機により記録を実施している場合の識別諸元の変更は、 

前項に準じて処理する。この際、旧諸元と新諸元との関連が明 

確になるよう処置する。 

項目 細部項目 保存期間 

引継書

綴 

引継書 引継が実施された年度の

翌年度から起算して５年 

証明記録 当該証明記録が使用済み

となった年度の翌年度か

ら５年間 

カード目録 最新の状況の記載日から

起算して１年 

諸記録一覧表 当該会計年度終了後５年 

記録 管理記録カード 最終記録年度終了後５年 

物品管理帳簿 当該会計年度終了後５年 

証書台

帳 

証書（統制）台帳 同 

証書等 証書 同 

証書に準じて取扱う

書類 

同 

その他（補給処から

の返送分を保存） 

当該会計年度終了後１年 

 

 

（識別諸元変更の処理） 

第１４条 契約工場は、毎月１回（第３水曜日基準）、電算機

（補給サブサービス＞契約会社調査＞契約会社臨時物品目録変

更通報リスト）の発効日付を確認し、当該日付及び変更区分に

基づき管理記録カード及び物品票等の該当識別諸元を変更する

ものとする。また、電算機を保有していない契約工場について

は、識別諸元変更該当品目表（別紙様式第１９）を受領した場

合、前述の処置を行うものとする。 

２ 契約工場が保有するパソコンにより記録を実施している場合 

の識別諸元の変更は、前項に準じて処理する。この際、旧諸元 

と新諸元との関連が明確になるよう処置する。 

項目 細部項目 保存期間 

引継書

綴 

引継書 引継が実施された年度の

翌年度から起算して５年 

証明記録 当該証明記録が使用済み

となった年度の翌年度か

ら５年間 

カード目録 最新の状況の記載日から

起算して１年 

諸記録一覧表 当該会計年度終了後５年 

記録 管理記録カード 最終記録年度終了後５年 

物品管理帳簿 当該会計年度終了後５年 

証書台

帳 

証書（統制）台帳 同 

証書等 証書 同 

証書に準じて取扱う

書類 

当該会計年度終了後１年 

その他（補給処から

の返送分を保存） 

同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の負担軽減 

（証書に準じて取

扱う書類は、官側

が行政文書上、５

年間保存してお

り、物管上の把握

ができるため） 

 

空自クラウド換装 

（識別諸元変更の

状況を電算機で把

握できるため） 

 

 

契約工場が保有す

るパソコンと電算

機（空自クラウ

ド）を区別 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第４章 外注要修理品の処理 

（外注要修理品の受領） 

第１５条 契約工場は外注要修理品を受領した場合は、次により

処理する。 

(1) 物品の識別、状条及び数量等について、速やかに受入点検

を実施する。 

(2) 輸送機関から物品を受領する際、梱包状態について輸送の

事故によると思われる異状を発見した場合は、輸送機関立会

のもとに開梱して物品の異状の有無を確認し、異状のある場

合は輸送機関に事故証明書の交付及びその調査を要求すると

ともに、出荷元出納官に通知しその指示により処理する。 

(3) 受入点検を実施した際に証書との相違がある場合は、出荷

元の基地等又は契約工場と調整の上、受領処置を実施する。 

(4) 現品とともに送付された受領書をもって受領処理を行い、

別紙第１の付紙に定める証書の処理要領に基づき処理すると

ともに、遅滞なく受領書を第２補給処長（在庫統制課長気

付）へ送付する。 

(5) 基地等及び他の工場から直接契約工場が受領した場合は、

別紙第１の付紙に定めるＰ／Ｗ要領に従い処理する。 

(6) 契約工場は、第３号及び第４号の処理をするとともに、速

やかに別紙第３に定める受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ３）を

実施する。 
（修理完成品の納入） 

第１６条 修理完成品は、契約で特に定めるもののほか、納入

（返還）時に納品書８部、完成検査合格証１部及び返品書・材

料使用明細書を３部添付し、第２補給処使用可能品出納官（第

１保管課長）に納入する。 

２ 修理寄託時の物品番号と納入時の物品番号とが異なる場合

は、返品書・材料使用明細書の摘要欄に寄託時の物品番号を記

載する。 

３ 納入物品には必ず物品票を添付するとともに、返品書・材料

使用明細書の摘要欄に整備作業の種類（オーバーホール、ＴＯ

第４章 外注要修理品の処理 

（外注要修理品の受領） 

第１５条 契約工場は外注要修理品を受領した場合は、次により

処理する。 

(1) 物品の識別、状条及び数量等について、速やかに受入点検

を実施する。 

(2) 輸送機関から物品を受領する際、梱包状態について輸送の

事故によると思われる異状を発見した場合は、輸送機関立会

のもとに開梱して物品の異状の有無を確認し、異状のある場

合は輸送機関に事故証明書の交付及びその調査を要求すると

ともに、出荷元出納官に通知しその指示により処理する。 

(3) 受入点検を実施した際に証書との相違がある場合は、出荷

元の基地等又は契約工場と調整の上、受領処置を実施する。 

(4) 第２補給処から物品を受領した場合は、現品とともに送付

された受領書をもって受領処理を行い、別紙第１付紙に定め

る証書の処理要領に基づき処理するとともに、遅滞なく受領

書を第２補給処長（在庫統制課長気付）へ送付する。 

(5) 基地等及び他の工場から直接契約工場が受領した場合は、

別紙第１付紙に定めるＰ／Ｗ要領に従い処理する。 

(6) 契約工場は、速やかに別紙第３に定める工場受領返還記録

を実施する。 
 

（修理完成品の納入） 

第１６条 修理完成品は、契約で特に定めるもののほか、納入

（返還）時に納品書８部、完成検査合格証１部及び返品書・材

料使用明細書３部を添付し、第２補給処使用可能品物品出納官

（保管部第１保管課長）に納入する。 

２ 修理寄託時の物品番号と納入時の物品番号とが異なる場合

は、返品書・材料使用明細書の摘要欄に寄託時の物品番号を記

載する。 

３ 納入物品には必ず物品票を添付するとともに、返品書・材料

使用明細書の摘要欄に整備作業の種類（オーバーホール、ＴＯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の補足 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

不要な文言の削除 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

Ｃオーバーホール、機能検査、点検修理及び改修等）を朱記す

るほか、別紙第２に示す所要の記入を行う。 

４ 契約で納入先（納地及び搬入地）が第２補給処以外の基地等

に指定されている場合は、納品書の納入先欄に第２補給処名を

記載するほか前項の要領に準じて納入指定先（搬入地）に納入

する。 

５ 修理完成品の納入処置を行うとともに速やかに別紙第３に定

める受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ３）及び別紙第４に定める調

整通知（Ｐ／ＴＲＮ２）を実施する。 

６ 別に示された場合、梱包外装等に表示をして納入する。 

（例：ＲＩ、ＣＩ、ＲＩ／ＣＩ等） 
（要修理品等の返還） 

第１７条 契約工場は、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単

体修理の結果、取外しにより発生した要修理品等（ＴＯＣ物品

を含む。）については、次号に該当するものを除き、別紙第１

に定める要領により返品書・材料使用明細書を作成し、第２補

給処使用不能品出納官（第２保管課長）に返還するものとす

る。 

 

(1) 契約書（仕様書に引用されたＴ．Ｏ．を含む。）に指示が

ある場合はその指示により、また、修理契約工場直送品目指

定表に記載された品目については、返品書・材料使用明細書

を作成し、要修理品等発生の都度速やかに指定された場所に

返還又は出荷する。 

(2) 要修理品等が当該契約工場で補給処との契約に基づく修理

を実施又は予定される場合は、物品を返送することなく速や

かにＰ／Ｗにより処理する。 

２ 要修理品等を返還する場合は、返品書・材料使用明細書作成

と同時に、速やかに別紙第３に定める受領・返還通知（Ｐ／Ｔ

ＲＮ３）を実施する。その際、仕掛品の返還に該当する場合

は、通常の返還処理のほか、次により処理する。 

(1) 仕掛品を構成する部品については、原則として１つに梱包

Ｃオーバーホール、機能検査、点検修理及び改修等）を朱記す

るほか、別紙第２に示す所要の記入を行う。 

４ 契約で納入先（納地及び搬入地）が第２補給処以外の基地等

に指定されている場合は、納品書の納入先欄に第２補給処名を

記載するほか前項の要領に準じて納入指定先（搬入地）に納入

する。 

５ 修理完成品の納入処置を行うとともに速やかに別紙第３に定

める工場受領返還記録及び別紙第４に定める工場調整記録を実

施する。 

６ 別に示された場合、梱包外装等に表示をして納入する。 

（例：ＲＩ、ＣＩ、ＲＩ／ＣＩ等） 
（要修理品等の返還） 

第１７条 契約工場は、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単

体修理の結果、取外しにより発生した要修理品等（ＴＯＣ物品

を含む。）並びに修理対象品以外の要修理品等（ＴＯＣ物品を

含む。）については、次の各号に該当するものを除き、別紙第

１に定める要領により返品書・材料使用明細書を作成し、第２

補給処使用不能品物品出納官（保管部第２保管課長）に返還す

るものとする。 

(1) 契約書（仕様書に引用されたＴ．Ｏ．を含む。）に指示が

ある場合はその指示により、また、工場直送指定品目リスト

に記載された品目については、返品書・材料使用明細書を作

成し、要修理品等発生の都度速やかに指定された場所に返還

又は出荷する。 

(2) 要修理品等が当該契約工場で補給処との契約に基づく修理

を実施又は予定される場合は、物品を返送することなく速や

かにＰ／Ｗにより処理する。 

２ 要修理品等を返還する場合は、返品書・材料使用明細書作成

と同時に、速やかに別紙第３に定める工場受領返還記録を実施

する。その際、仕掛品の返還に該当する場合は、通常の返還処

理のほか、次により処理する。 

(1) 仕掛品を構成する部品については、原則として１つに梱包

 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

 

 

 

返還対象品（修理

対象品以外の要修

理品等）の追加 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

文言修正 

（契約会社への通

知文書との整合） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

する。 

なお、１つに梱包することが困難な場合は、第２補給処使用

不能品出納官（第２保管課長）と調整するものとする。 

 

(2) 梱包の外装には、仕掛品表示、仕掛品を構成する部品リス 

ト（品名・数量）及び物品票を貼付する。 

（修理不能品の返還） 

第１８条 修理不能品の返還については、第４７条に定めるとこ

ろにより処理するとともに、速やかに別紙第４に定める調整通

知（Ｐ／ＴＲＮ２）を実施する。 

（修理現況通知） 

第１９条 契約工場は、補給処修理契約中の品目について契約締

結後１０日以内に納入予定を通知し、その後は毎月初めに前月

末現在の未着工から部検止めまでの修理進捗状況及び納入済数

量並びに納入予定について別紙第５に定める修理現況通知（Ｒ

／ＴＲＮ）を作成し、第２補給処長（在庫統制課長気付）に通

知するものとする。 

なお、仕掛中で保管中の物品（修理契約が未契約のものを含

む。）についても通知する。 

２   契約工場は、前項の通知後、第２補給処から別紙第６に定め

る修理現況通知（修理ＤＩ更新トラン）エラーリスト等による

不具合の通知（調整）を受けた場合は、速やかに調査し、是正

処置を行うものとする。 

 

第５章 官給品の処理 

（ＭＲＬの処理） 

第２０条 ＭＲＬに基づく官給要領は、次のとおりとする。 

(1)  補給処在庫からの出荷 
ア 第２補給処はＭＲＬに基づく所要量を一括出荷する。 

イ 全数出荷ができない品目は、各社の所要量を勘案し数量

の一部を出荷する。 
(2)  ＣＲＰ品目 

する。 

なお、１つに梱包することが困難な場合は、第２補給処使用

不能品物品出納官（保管部第２保管課長）と調整するものと

する。 

(2) 梱包の外装には、仕掛品表示、仕掛品を構成する部品リス 

ト（品名・数量）及び物品票を貼付する。 

（修理不能品の返還） 

第１８条 修理不能品の返還については、第５０条に定めるとこ

ろにより処理するとともに、速やかに別紙第４に定める工場調

整記録を実施する。 

（修理現況記録） 

第１９条 契約工場は、補給処修理契約中の品目について契約締

結後１０日以内に納入予定を通知し、その後は毎月初めに前月

末現在の未着工から部検止めまでの修理進捗状況及び納入済数

量並びに納入予定について別紙第５に定める工場修理現況記録

を作成し、第２補給処長（在庫統制課長気付）に通知するもの

とする。 

なお、仕掛中で保管されている物品（修理契約が未契約のも

のを含む。）についても通知する。 

２   契約工場は、前項の通知においてエラーが発生した場合、速

やかに第２補給処と調整し、是正処置を行うものとする。 

 

 

 

第５章 官給品の処理 

（ＭＲＬの処理） 

第２０条 ＭＲＬに基づく官給要領は、次のとおりとする。 

(1)  補給処在庫からの出荷 
ア 第２補給処はＭＲＬに基づく所要量を一括出荷する。 

イ 全数出荷ができない品目は、各社の所要量を勘案し数量

の一部を出荷する。 
(2)  ＣＲＰ品目 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

表現の変更（より

丁寧な記述） 

 

条繰下げ 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 
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   ＣＲＰ品目の取扱いは、次に定めるところによる。 

ア ＣＲＰ品目は、前年度ＣＲＰ品目及び、第２補給処から   

 契約工場へ送付されるＣＲＰ審査リストを受け、調整の結 

果、ＣＲＰ通知リストに指定された品目をいう。 

  イ 契約工場は、年度途中において次のいずれかに該当する

品目についてＣＲＰ品目の追加指定及び指定解除を希望す

る場合又はＣＲＰ品目の内容を変更する場合は、別紙様式

第２０－１に定める「業者負担品目（追加指定・内容変

更・指定解除）申請書」の様式により第２補給処長（資材

計画部長気付）に申請し、承認を得た後、ＣＲＰ品目又は

ＣＲＰ指定解除品目として処理する。 

(ｱ) 自社製品又は単価３万円未満のＣＲＰ品目の追加指定 

(ｲ) 取得困難及び単価の変更等による業者負担品目の指定

解除 

(ｳ) 契約工場の仕様変更等により、ＣＲＰ品目の内容に変

更が生じた場合 

(3) ＣＲＰ予定品目 

ＣＲＰ予定品目の取り扱いは、次に定めるところによる。 

  ア ＣＲＰに該当する品目であるが、補給処在庫等がある場

合はＣＲＰ予定品目とし、修理等に必要な場合は官給申請

の処置を行う。 

  イ ＣＲＰ品目に指定した品目は、別紙様式第２０－２に定

める「業者負担品目指定通知」により、契約工場に通知す

る。 

  ウ 「業者負担品目指定通知」に記載された品目について

は、当該契約年度の官給申請は行わない。 

   

(4) ＣＰＰ処置 
契約工場は、送付された「Ｉ－Ａリスト」に示された品目 

数量の範囲内で社有品を使用できるものとし、これを超えて 

使用する場合は、次条に示す官給申請を実施しなければなら 

ない。 

   ＣＲＰ品目の取扱いは、次に定めるところによる。 

ア ＣＲＰ品目は、前年度ＣＲＰ品目及び第２補給処から契 

約工場へ送付されるＣＲＰ審査リストを受け、調整の結 

果、ＣＲＰ通知リストに指定された品目をいう。 

イ 契約工場は、年度途中において次のいずれかに該当する

品目についてＣＲＰ品目の追加指定及び指定解除を希望す 

る場合又はＣＲＰ品目の内容を変更する場合は、業者負担

品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書（別紙様式

第２０－１）により第２補給処長（資材計画部長気付）に

申請し、承認を得た後、ＣＲＰ品目又はＣＲＰ指定解除品

目として処理する。 

(ｱ)  自社製品又は単価３万円未満のＣＲＰ品目の追加指定 

(ｲ) 取得困難及び単価の変更等による業者負担品目の指定 

解除 

(ｳ) 契約工場の仕様変更等により、ＣＲＰ品目の内容に変

更が生じた場合 

(3) ＣＲＰ予定品目 

ＣＲＰ予定品目の取扱いは、次に定めるところによる。 

  ア ＣＲＰに該当する品目であるが、補給処在庫等がある場 

   合はＣＲＰ予定品目とし、修理等に必要な場合は官給申請

の処置を行う。 

  イ ＣＲＰ品目に指定した品目は、業者負担品目指定通知

（別紙様式第２０－２）により、契約工場に通知する。 

   

ウ 業者負担品目指定通知に記載された品目については、当

該修理対象品目に対する当該契約年度の官給申請は行わな

い。 

(4) ＣＰＰ処置 

契約工場は、補給通知が「Ｉ－Ａ」の品目について、補給 

通知に示された品目数量の範囲内で社有品を使用できるもの 

とし、これを超えて使用する場合は、第２２条に示す官給申

請を実施しなければならない。 

 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の補足 

 

 

 

空自クラウド換装 

（Ｉ－Ａリストの

廃止） 
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(5) 保留品目の処置 

   契約工場は、ＭＲＬに基づく出荷が保留となった品目のう 

ち、早急に処置を要する品目については、在庫統制課担当と 

調整し処置を決定する。 

(6) 官給品の自動出荷 

  ア 出荷対象品目については、次に該当する品目を除き自動

出荷する。 

(ｱ) 修復性品目 

(ｲ) 大分類区分「４７」「９５」のうち、出荷単位が「Ｆ 

Ｔ」「ＳＦ」「ＳＨ」の品目 

(ｳ) 別に指定する品目 

イ 自動出荷対象外品目及び自動出荷による官給が困難な品目 

については、契約工場が必要の都度官給申請を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（官給申請） 

第２１条 契約工場は、新規に発生した品目及び数量の増加等に

より必要となった補用部品等について、会社端末通信による場

合は別紙第７に定める官給申請通知（ＫＫＴＲＮ）により、郵

送、メール（所定の様式を用いて作成、署名された請求用紙を

ＰＤＦに加工したデータを添付）又は電話による場合は別紙様

式第１７に定める請求原票（Ｂ）により、次の表のとおり区分

(5) 保留品目の処置 

   契約工場は、ＭＲＬに基づく出荷が保留となった品目のう 

ち、早急に処置を要する品目については、資材計画部在庫統

制課在庫統制２班と調整し処置を決定する。 

(6) 官給品の自動出荷 

  ア 出荷対象品目については、次に該当する品目を除き自動 

出荷する。 

 (ｱ) 修復性品目 

(ｲ) 大分類区分「４７」「９５」のうち、出荷単位が「Ｆ 

Ｔ」「ＳＦ」「ＳＨ」の品目 

(ｳ) 別に指定する品目 

イ 自動出荷対象外品目及び自動出荷による官給が困難な品目 

については、契約工場が必要の都度官給申請を実施する。 

（ＭＲＬ以外の処理） 

第２１条 ＭＲＬ以外の官給要領は、次のとおりとする。  

(1) 補給処との契約に係るもので、契約書（適用される仕様書 

を含む。）により官給品の品目及び数量が確定しているもの 

については、官給依頼（別紙様式第３３）を作成し、第２補 

給処補給分任物品管理官（在庫統制課長気付）に１部提出す 

るものとする。 

(2) 防衛装備庁との契約に係るもので、契約書（適用される仕 

様書を含む。）により官給品の品目及び数量が確定している 

ものについては、前号に準じて官給依頼を作成し、監督官の 

確認を得た後、第２補給処補給分任物品管理官（在庫統制課 

長気付）に１部提出するものとする。  

（官給申請） 

第２２条 契約工場は、新規に発生した品目及び数量の増加等に

より必要となった補用部品等について、電算機による場合は別

紙第６に定める工場官給申請により、郵送、メール（所定の様

式を用いて作成、署名された請求用紙をＰＤＦに加工したデー

タを添付）又は電話による場合は官給申請書（別紙様式第１

７）により、次の表のとおり区分し補給担任区分にかかわらず

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５と

の整合（ＭＲＬの

処理に関する例外

規定を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

別紙繰上げ 

空自クラウド換装

（官給申請通知→

工場官給申請） 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の削除） 
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し補給担任区分にかかわらず第２補給処補給分任物品管理官

（在庫統制課長気付）に官給申請を実施する。ただし、ＩＲＡ

Ｎ及びＥ／Ｇオーバーホールに必要とする補用部品等は、直接

当該補給担任補給処へ官給申請を実施する。 

申請の区分 
申請の対象

品目 

申
請
時
期 

請
求
区
分
記
号 

優先

順位 

補給請求の種

類及び事由 

（ＴＲ－Ｊ） 

備 考 

電話又は

原票の持

回りによ

る申請 

できる限り

速やかに入

荷しないと

作業に重大

な支障を及

ぼす品目 

必
要
の
都
度 

Ａ ０５ ０８ 

電話による

申請は､

「請求原票

（Ｂ）」の

項目によ

る。 

「官給申請

通知」又は

「請求原票

（Ｂ）」に

よる申請 

１ 新規発生

品目 

２ ７日以内

に物品の

入荷がな

いと作業

に支障を

及ぼす品

目 

同 Ｂ １０ 

９１ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８１ 

 

第２補給処補給分任物品管理官（在庫統制課長気付）に官給申

請を実施する。ただし、ＩＲＡＮ及びＥ／Ｇオーバーホール

（マイナー・オーバーホールを除く。）に必要とする補用部品

等は、直接当該補給担任補給処へ官給申請を実施する。 

申請の区分 
申請の対象

品目 

申
請
時
期 

請
求
区
分
記
号 

優先

順位 

補給請求の種

類及び事由 

（ＴＲ－Ｊ） 

備 考 

電話又は

原票の持

回りによ

る申請 

できる限り

速やかに入

荷しないと

作業に重大

な支障を及

ぼす品目 

必
要
の
都
度 

Ａ ０５ ０８ 

電話による

申請は､

「官給申請

書」の項目

による。 

「工場官給

申請」又は

「官給申請

書」による

申請 

１ 新規発生

品目 

２ ７日以内

に物品の

入荷がな

いと作業

に支障を

及ぼす品

目 

同 Ｂ １０ 

９１ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８１ 

 

 

 

マイナー・オーバ

ーホールは、整備

担任補給処へ官給

申請するため 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の削除） 

（以降同様） 

 

空自クラウド換装

（官給申請通知→

工場官給申請） 
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２０日以内

に物品が入

荷しない

と、現在進

捗中又は１

か月以内に

予定されて

いる作業に

支障を及ぼ

す品目 

同 Ｃ １５ 

９２ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８２ 

上記以外の

品目 
同 Ｄ ２０ 

９３ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８３ 

 

 

 

契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得た

ものは、承認書又は合意書に基づき処置する。この場合、官給

品在庫のある品目は在庫品を使用し、官給品在庫のない品目は

官給申請するものとする。ただし、別紙第８に定める官給品受

払通知（Ｐ／ＴＲＮ１）の作業区分は「２」（特別区分）とし

て通知する。 

２ 官給申請時の留意事項は、次のとおりとする。 

(1) 官給対象直納物品（搬入地が契約工場と指定されている物 

品）については、１月及び７月に第２補給処から送付される 

「直納Ｄ／Ｉリスト」と照合し、Ｄ／Ｉの数量及び納入時期 

を検討し不足部品を把握するとともに、不足すると判断した 

ものについては、自主的に対策を立案し在庫統制課担当と協 

議するものとする。 

なお、早期入手を必要とする部品以外は、官給申請を行って

はならない。 

２０日以内

に物品が入

荷しない

と、現在進

捗中又は１

か月以内に

予定されて

いる作業に

支障を及ぼ

す品目 

同 Ｃ １５ 

９２ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８２ 

上記以外の

品目 
同 Ｄ ２０ 

９３ 

 

TCTO ｷｯﾄ等に

ついては、 

８３ 

 

 

 

契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得た

ものは、承認書又は合意書に基づき処置する。この場合、官給

品在庫のある品目は在庫品を使用し、官給品在庫のない品目は

官給申請するものとする。ただし、別紙第７に定める工場受払

記録の作業区分は「２」（特別区分）として記録する。 

 

２ 官給申請時の留意事項は、次の各号のとおりとする。 

(1) 官給対象直納物品（搬入地が契約工場と指定されている物 

品）については、電算機（補給サブサービス＞データ参照＞ 

受入予定明細）を確認・照合し、受入予定の数量及び納入時 

期を検討し不足部品を把握するとともに、不足すると判断し 

たものについては、自主的に対策を立案し資材計画部在庫統 

制課在庫統制２班と協議するものとする。また、電算機を保

有していない契約工場については、１月及び７月に第２補給

処から送付される「直納受入予定リスト」に基づき、処置す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

文言の修正（表現

の変更） 

空自クラウド換装 

（直納Ｄ／Ｉの状

況を電算機で把握

できるため） 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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(2) 第２補給処以外の契約（例：ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホ 

ール等）において、仕様書の中に第２補給処に係る官給品等 

が指示されている場合及び取外し品等で補給担任補給処の指 

示を必要とする場合は、事前に補給担任補給処と調整する。 

  (3) 新規に発生した品目については、官給申請前に第５５条に 

定める交換率の変動に伴う処置を行う。 

(4) 契約に必要な数を審査し、重複しないように申請を行う。 

 

(5) 保管中の官給品がある場合は、払出しを行った後に不足数 

で申請を行う。 

３ 官給申請通知及び請求原票（Ｂ）の作成記入要領は、次のと 

おりとする。 

(1) 官給申請通知の要領は、別紙第７による。 

(2) 請求原票（Ｂ）は、適用機種ごと別葉に作成記入するもの

とし、細部は別紙様式第１７付紙による。 

 

(3) 請求原票（Ｂ）は、３部作成し、２部を在庫統制課担当者 

宛てに送付する。１部については、控えとして官側にて処置 

後返送される請求原票（Ｂ）（１部）を受領するまでの間、 

保存するものとする。 

４ 定型用紙のうち、別紙第９に定める官給品等対象定型用紙一 

覧表に示すものは、直接、第４補給処に官給申請することがで 

きる。 

（補給通知） 

第２２条 第２補給処は、官給申請に対する回答として、別紙第 

１０に定める補給通知のほか補給処置記号が「ＩＡ」のものに

ついては、「Ｉ－Ａリスト」を送付する。 

補給通知の「処置」欄には、次の表の補給処置記号を記入す 

る。 

るものとする。 

なお、早期入手を必要とする部品以外は、官給申請を行って

はならない。 

(2)  第２補給処以外の契約（例：ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホ 

ール等）において、仕様書の中に第２補給処に係る官給品等 

が指示されている場合及び取外し品等で補給担任補給処の指 

示を必要とする場合は、事前に補給担任補給処と調整する。 

(3)  新規に発生した品目については、官給申請前に第５８条に 

定める交換率の変動に伴う処置を行う。 

(4)  契約に必要な数を審査し、重複しないように官給申請を行 

う。 

(5)  保管中の官給品がある場合は、払出しを行った後の不足数 

で官給申請を行う。 

３ 工場官給申請及び官給申請書の作成記入要領は、次の各号の

とおりとする。 

(1) 工場官給申請の要領は、別紙第６による。 

(2)  官給申請書は、適用区分又は修理主品目物品番号ごと別葉

に作成記入するものとし、細部は別紙様式第１７付紙によ

る。 

(3) 官給申請書は、２部作成し、１部を資材計画部在庫統制課

在庫統制２班宛てに送付する。１部については、官側にて処

置後返送される補給通知リストと共に保存するものとする。 

 

４ 別紙第８に定める官給品等対象定型用紙一覧表に示すもの 

は、直接、第４補給処に官給申請することができる。 

 

（補給通知） 

第２３条 第２補給処は、官給申請に対する回答として、電算機

（補給サブサービス＞契約会社調査＞工場補給通知参照）に反

映させるものとする。また、電算機を保有していない契約工場

に対しては、別紙第９に定める補給通知リストをメール又は郵

送により送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

 

文言の修正（より

丁寧な記述等）及

び誤記修正 

（以降同様） 

空自クラウド換装

（官給申請通知→

工場官給申請） 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の削除） 

（補給通知リスト

の追加） 

 

 

 

別紙繰上げ 

 

 

 

空自クラウド換装 

（Ｉ－Ａリストの

廃止） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

補給処置記号  

 
補給処置

追加記号 

内 容 

Ｖ Ｐ 請求数に対しての一部出荷 

Ａ 後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷 

Ｂ 後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷 

Ｂ  後日補給 

Ｏ Ｐ 請求数に対しての一部出荷指令 

Ａ 後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷指令 

Ｂ 後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷指令 

Ｃ ２ 重複請求又は、請求処理済みのため取消 

３ 請求元からの取消通知又は、調整による取消 

４ Ｂ／Ｏから１年以上経過したものの取消 

５ 補給処等からの取消 

Ｈ  契約業者からの直納品がある。 

Ｉ Ａ ＣＰＰ（業者調達品）とすべき。 

Ｂ 請求数量は、既に後日補給予定の数量で十分であ 

る。 

Ｅ 既に補給済み（官給在庫にある。）。 

追加請求数については、理由を明らかにする必要

がある。 

Ｉ 請求根拠が不明確又は、請求内容（必要項目）が

不十分を示す。 

Ｍ 請求元において製造されたい。（ＣＰＰを検討

されたい。） 

なお、補給通知リストの「処置」欄には、次の表の補給処置

記号を記入する。 

 

補給処置記号  

 
補給処置

追加記号 

内 容 

Ｖ Ｐ 請求数に対しての一部出荷 

Ａ 後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷 

Ｂ 後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷 

Ｂ  後日補給 

Ｏ Ｐ 請求数に対しての一部出荷指令 

Ａ 後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷指令 

Ｂ 後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷指令 

Ｃ ２ 重複請求又は、請求処理済みのため取消 

３ 請求元からの取消通知又は、調整による取消 

４ Ｂ／Ｏから１年以上経過したものの取消 

５ 補給処等からの取消 

Ｈ  契約業者からの直納品がある。 

Ｉ Ａ ＣＰＰ（業者調達品）とすべき。 

Ｂ 請求数量は、既に後日補給予定の数量で十分であ 

る。 

Ｅ 既に補給済み（官給在庫にある。）。 

追加請求数については、理由を明らかにする必要

がある。 

Ｉ 請求根拠が不明確又は、請求内容（必要項目）が

不十分である。 

Ｍ 請求元において製造されたい（ＣＰＰを検討さ

れたい。）。 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

契約工場は、補給処置記号「ＩＥ」、「ＩＩ」、「ＩＭ」で示

す内容を確認審査した上で再請求を行う。 

また、補給処置記号「Ｂ」で示される内容では所要時期に間に

合わない場合は、在庫統制課担当と調整を行う。 

 

（出荷依頼の処理） 

第２３条 第２補給処は、基地又は他の契約工場からの請求（申

請）に対し、補給処在庫がなく出荷不能の場合は、在庫品を保

有する他の契約工場から出荷を行うため、当該契約工場に対し

出荷依頼を行う。 
２ 出荷を依頼された契約工場は、出荷依頼された品目・数量を

別紙第１により返品書・材料使用明細書を作成し、速やかに出

荷処理するとともに受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ３）を実施す

る。 

  なお、物品の輸送については、在庫統制課担当と調整を行

い、処理するものとし、別紙様式第２１－１に定める輸送依頼 

 票を１部作成するとともに、別紙様式第２１－２に定める梱包

内容内訳表を２部作成し、１部を梱包に添付、もう１部は輸送

依頼票とともに在庫統制課担当宛にメールにより通知する。 

 

（官給品の受領） 

第２４条 契約工場は、官給品を受領した場合には、第１１条及 

 び第１５条に準じて処理するほか、官側から別に示されている

場合は、その他の点検及び検査等を実施するものとする。ま

た、物品の特性上契約工場が必要とする場合は官側の指示を受

け、必要な点検及び検査等を実施するものとする。 

（官給品等の保管） 

第２５条 契約工場における官給品等の保管は、保管契約書に定

めるところにより処理する。 

２  保管業務を他社と契約し実施させる場合は、事前に契約予定

内容を添付の上、第２補給処長（在庫統制課長気付）に届け出

るものとする。 

契約工場は、補給処置記号「ＩＥ」、「ＩＩ」、「ＩＭ」で示

す内容を確認審査した上で再請求を行う。 

また、補給処置記号「Ｂ」で示される内容では所要時期に間に

合わない場合は、資材計画部在庫統制課在庫統制２班と調整を行

う。 
（出荷依頼の処理） 

第２４条 第２補給処は、基地又は他の契約工場からの請求（官

給申請）に対し、補給処在庫がなく出荷不能の場合は、在庫品

を保有する他の契約工場から出荷を行うため、当該契約工場に

対し出荷依頼を行う。 
２ 出荷を依頼された契約工場は、出荷依頼された品目等につい

て、別紙第１により返品書・材料使用明細書を作成し、速やか

に出荷処理を行うとともに別紙第３に定める工場受領返還記録

を実施する。 

  なお、物品の輸送については、資材計画部在庫統制課在庫統

制２班と調整を行い、処理するものとし、輸送依頼票（別紙様

式第２１－１）を１部作成するとともに、梱包内容内訳表（別

紙様式第２１－２）を２部作成し、１部を梱包に添付し、もう

１部は輸送依頼票とともに資材計画部在庫統制課在庫統制２班

宛にメールにより通知する。 

（官給品の受領） 

第２５条 契約工場は、官給品を受領した場合には、第１１条及 

 び第１５条に準じて処理するほか、官側から別に示されている

場合は、その他の点検及び検査等を実施するものとする。ま

た、物品の特性上契約工場が必要とする場合は、官側の指示を

受け、必要な点検及び検査等を実施するものとする。 

（官給品等の保管） 

第２６条 契約工場における官給品等の保管は、保管契約書に定

めるところによる。 

２  保管業務を他社と契約し実施させる場合は、事前に契約予定

内容を添付の上、第２補給処長（在庫統制課長気付）に届け出

るものとする（任意様式）。 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

文言の修正（より

丁寧な記述、表現

の変更） 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

 

 

 

誤記修正 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

（枯渇品目の処理） 

第２６条  契約工場は、枯渇又は近い将来枯渇が予想される品目

について、第２補給処から納入促進依頼表が送付された場合

は、対策及び処置について検討を実施し、その結果を速やかに

第２補給処長（資材計画課長気付）に通知し、物品の納入促進

を図るものとする。 
（特別管理品目の管理） 

第２７条  第２補給処は、物品の枯渇又は特性等により特別な管

理を必要とする品目を特別管理品目として管理し、定期選定の

場合にあっては毎年２月末までに、その他の場合にあっては選

定を行った都度理由を付し契約工場に通知するとともに、対策

を検討し枯渇の早期解消を図る。 

２  契約工場は、次により特別管理品目の管理を積極的に行う。 

 

(1) 外注要修理品の受領、不足部品の官給申請及び修理還元に 

ついては、他に優先して処理を行う。 

(2) 修理完成品を納入する場合は、証書、物品票及び現品等に

特別管理又は○特と朱記する。 

(3) 修理実施上の問題事項及び修理進捗状況等について調整 

し、早期解決に努める。 

(4) 使用可能品を受領した場合は、速やかに払出しの処置を行 

う。また、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール等において要修 

理品等が発生した場合は、速やかに特別管理品目表に示す指 

定場所に返還する。 

（保管期限統制品目等の管理） 

第２８条  契約工場は、保管中の官給品等が保管期限統制品目

（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１－２記載品目）で再検査まで

の期間が９０日未満となった場合、その処置について、速やか

に在庫統制課担当と調整するものとする。 

また、Ｊ.Ｔ.Ｏ．－６（検査要領）で使用年数等が定められ

ている品目についても同様とする。 

（枯渇品目の処理） 

第２７条  契約工場は、枯渇又は近い将来枯渇が予想される品目

について、第２補給処から納入促進依頼表が送付された場合

は、対策及び処置について検討を実施し、その結果を速やかに

第２補給処長（資材計画課長気付）に通知（任意様式）し、物

品の納入促進を図るものとする。 
（特別管理品目の管理） 

第２８条  第２補給処は、物品の枯渇又は特性等により特別な管

理を必要とする品目を特別管理品目として管理し、定期選定の

場合にあっては毎年２月末までに、その他の場合にあっては選

定を行った都度理由を付して契約工場に通知するとともに、対

策を検討し枯渇の早期解消を図る。 

２  契約工場は、次の各号により特別管理品目の管理を積極的に

行う。 

(1) 外注要修理品の受領、不足部品の官給申請及び修理還元に 

ついては、他に優先して処理を行う。 

(2) 修理完成品を納入する場合は、証書、物品票及び現品等に

特別管理又は○特と朱記する。 

(3) 修理実施上の問題事項及び修理進捗状況等について調整 

し、早期解決に努める。 

(4) 使用可能品を受領した場合は、速やかに払出しの処置を行 

う。また、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール等において要修 

理品等が発生した場合は、速やかに特別管理品目表に示す指 

定場所に返還する。 

（保管期限統制品目等の管理） 

第２９条  契約工場は、保管中の官給品等が保管期限統制品目

（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１－２記載品目）で再検査まで

の期間が９０日未満となった場合、その処置について、速やか

に資材計画部在庫統制課在庫統制２班と調整するものとする。 

また、Ｊ.Ｔ.Ｏ．－６（検査要領）で使用年数等が定められ

ている品目についても同様とする。 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

（以降同様） 

 

 

 

誤記修正 

 

文言の修正（表現

の変更） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

（部品等の活用及び相互流用（共食い）） 

第２９条 部品等の活用については、航空機等外注整備共通仕様

書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）及びＦ１００エンジン部品外

注整備共通仕様書（２補ＬＰＳ－Ａ００００３）に基づくほ

か、次により実施するものとする。 

(1) 修理不能と判定された調達物品の使用可能構成品(ＥＲＣ 

コードがＸＢ２以上)は、当該契約における最終の作業完了 

までの間、活用を図るものとする。 

(2) 当該契約における最終の作業完了までの間、保管中の使用 

可能構成品を他契約の修理に活用することができる。 
(3)  当該契約における最終の作業完了まで活用されなかった

構成品は、修理不能と判定された機能部品等の一部とし

て、第４７条に定めるところにより処理するものとする。 

(4)  前第１号及び第２号に基づき活用した場合の受払通知

は、本条第３項第１号と同様の処理を実施する。 

２ 部品等の相互流用（共食い）については、航空機等外注整備 

共通仕様書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）に基づくほか、次に 

より実施するものとする。 
(1) 他契約の調達物品の使用可能構成品の流用に当たって

は、事前に別紙様式第２２に定める流用申請・指示書を２

部作成し、資材計画課長（担当班長気付）に提出し、官側

の指示に基づき実施する。ただし、緊急の場合にあって

は、「流用申請・指示書」の処理を事後処理することができ

る。 

 

(2) 流用分の補充処理のため、第２１条に基づき官給申請す

るものとする。 

３  受払通知要領 

(1) 流用等実施の都度、別紙第４に定める調整通知（Ｐ／ＴＲ

Ｎ２）の通知区分を「ＫＢ」、別紙第８に定める官給品受払

通知（Ｐ／ＴＲＮ１）の通知区分を「ＫＩ」として通知する

ものとし、通知区分「ＫＩ」の場合の作業区分は「２」（特

（部品等の活用及び相互流用（共食い）） 

第３０条 部品等の活用については、航空機等外注整備共通仕様

書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）及びＦ１００エンジン部品外

注整備共通仕様書（２補ＬＰＳ－Ａ００００３）に基づくほ

か、次の各号により実施するものとする。 

(1) 修理不能と判定された調達物品の使用可能構成品(ＥＲＣ 

コードがＸＢ２以上)は、当該契約における最終の作業完了 

までの間、活用を図るものとする。 

(2) 当該契約における最終の作業完了までの間、保管中の使用 

可能構成品を他契約の修理に活用することができる。 
(3) 当該契約における最終の作業完了まで活用されなかった構

成品は、修理不能と判定された機能部品等の一部として、

第５０条に定めるところにより処理するものとする。 

(4) 前第１号及び第２号に基づき活用した場合の受払記録

は、第３項第１号と同様の処理を実施する。 

２ 部品等の相互流用（共食い）については、航空機等外注整備 

共通仕様書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）に基づくほか、次の 

各号により実施するものとする。 
(1) 他契約の調達物品の使用可能構成品の流用に当たって

は、事前に流用申請・指示書（別紙様式第２２）を２部作

成し、資材計画部資材計画課長（担当班長気付）に提出

し、官側の指示に基づき実施する。ただし、納期に間に合

わない等、緊急の場合にあっては、資材計画部資材計画課

資材計画第１班又は資材計画第２班と調整した上で、流用

申請・指示書の処理を事後処理することができる。 

(2) 流用分の補充処理のため、第２２条に基づき官給申請す

るものとする。 

３  受払記録要領 

(1) 流用等実施の都度、別紙第４に定める工場調整記録の記録

区分を「ＫＢ」、別紙第７に定める工場受払記録の記録区分

を「ＫＩ」として記録するものとし、記録区分「ＫＩ」の場

合の作業区分は「２」（特別区分）とするものとする。 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

文言の修正（表現

の変更） 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別区分）とするものとする。 

(2) 流用等部品を補充（払出し）する場合は、別紙第８に定め

る官給品受払通知（Ｐ／ＴＲＮ１）の通知区分を「ＫＩ」と

して通知するものとし、この際の作業区分は、ＥＲＣコード

がＸＢ３の場合は「２」（特別区分）、それ以外の場合は

「１」（通常区分）とするものとする。 

４  個別仕様書で活用指示品目がある場合、仕様書に基づき払出 

しするとともに、通知区分は、前項第２号と同様に処理するも

のとする。  

 

第６章 貸付物品の処理 

（貸付申請） 

第３０条 契約工場は、第２補給処及び第２補給処調達要求によ 

 る第２補給処十条支処との契約において、契約書等に貸付が定

められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第２

補給処担任品目を借受けようとする場合、無償貸付申請書（別

紙様式第２３）を２部作成し、原則として借受希望日の３０日

前（引き続き借受けを希望する場合を含む。）までに第２補給

処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に申請するものと

する。ただし、現地における外注整備の契約については、当該

物品を管理する分任管理官に申請する。 

なお、契約書等に貸付に関する定めがない場合又は貸付ける

品目及び数量等が明示されていない場合で、契約の履行に必要

なため第２補給処担任品目を借受けようとする場合は、無償貸

付申請書に監督官の確認を得た後根拠資料を付し、前述に準じ

て申請を行うものとする。 

２  契約工場は、他補給処との契約において、契約書等に貸付が

定められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第

２補給処担任品目を借受けようとする場合、在庫統制課担当と

調整の上、前項に準じて申請を行うものとする。 

 

３  契約工場は、防衛装備庁との契約において、契約書等に貸付

 

(2) 流用等部品を補充（払出し）する場合は、別紙第７に定め

る工場受払記録の記録区分を「ＫＩ」として記録するものと

し、この際の作業区分は、ＥＲＣコードがＸＢ３の場合は

「２」（特別区分）、それ以外の場合は「１」（通常区分）

とするものとする。 

４  個別仕様書で活用指示品目がある場合は、仕様書に基づき払 

 出しするとともに、記録区分は、前項第２号と同様に処理する 

ものとする。  

 

第６章 貸付物品の処理 

（貸付申請） 

第３１条 契約工場は、第２補給処及び第２補給処調達要求によ 

 る第２補給処十条支処との契約において、契約書等に貸付が定

められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第２

補給処担任品目を借り受けようとする場合、無償貸付申請書

（別紙様式第２３）を２部作成し、原則として借受希望日の３

０日前（引き続き借受を希望する場合を含む。）までに第２補

給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に申請するもの

とする。ただし、現地における外注整備の契約については、当

該物品を管理する分任物品管理官に申請する。 

なお、契約書等に貸付に関する定めがない場合又は貸し付け

る品目及び数量等が明示されていない場合で、契約の履行に必

要なため第２補給処担任品目を借り受けようとする場合は、無

償貸付申請書に監督官の確認を得た後、根拠資料を添付し、前

述に準じて申請を行うものとする。 

２  契約工場は、他補給処との契約において、契約書等に貸付が

定められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第

２補給処担任品目を借り受けようとする場合、資材計画部在庫

統制課資料管理班と調整の上、前項に準じて申請を行うものと

する。 

３  契約工場は、防衛装備庁との契約において、契約書等に貸付

 

別紙繰上げ 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

誤記修正 

（以降同様） 
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が定められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、

第２補給処担任品目を借受けようとする場合、第１項を準用し

当該契約工場を担当する地方防衛局調達部長等を経由して申請

を行うものとする。 

４  契約工場は、防衛装備庁又は他補給処との契約において、契

約書等に貸付に関する定めがない場合又は貸付ける品目及び数

量等が明示されていない場合で契約の履行に必要なため借受け

ようとする場合は、当該契約を行った契約担当官等へ調整を行

うものとする。 

５  借受けようとする物品が、第２補給処補給担任品目以外の場

合は、各補給担任の補給分任物品管理官と調整するものとす

る。 

６  無償貸付の期間は、契約ごとに１年を超えない期間の範囲と

する。引き続き貸付を希望する場合は、１年ごと又は期限切れ

ごとに第１項から第４項を準用し更新の申請を行うものとす

る。 

７   契約工場は、借受中の貸付物品について別の契約で併用使用

を希望する場合は、第１項から第４項により契約ごとに申請を

行うものとする。 

（貸付承認） 

第３１条 第２補給処補給分任物品管理官が貸付を必要と認める

場合は別紙様式第２４に定める無償貸付承認書を、貸付を必要

と認めない場合はその理由を記載した文書を申請者に送付す

る。 

（変更申請） 

第３２条 契約工場は、承認書の内容について変更を必要とする

場合、無償貸付申請書の様式を用いて、別紙様式第２３の付紙

で示す要領により無償貸付変更申請書を作成し、速やかに第２

補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に２部提出す

るものとする。 

（変更承認） 

が定められ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、

第２補給処担任品目を借り受けようとする場合、第１項を準用

し当該契約工場を担当する地方防衛局調達部長等を経由して申

請を行うものとする。 

４  契約工場は、防衛装備庁又は他補給処との契約において、契

約書等に貸付に関する定めがない場合又は貸し付ける品目及び

数量等が明示されていない場合で契約の履行に必要なため借り

受けようとする場合は、当該契約を行った契約担当官等へ調整

を行うものとする。 

５  借り受けようとする物品が、第２補給処補給担任品目以外の

場合は、各補給担任の補給分任物品管理官と調整するものとす

る。 

６  無償貸付の期間は、契約ごとに１年を超えない期間の範囲と

する。引き続き貸付を希望する場合は、１年ごと又は期限切れ

ごとに第１項から第４項を準用し更新の申請を行うものとす

る。 

７   契約工場は、借受中の貸付物品について別の契約で併用使用

を希望する場合は、第１項から第４項により契約ごとに申請を

行うものとする。 

（貸付承認） 

第３２条 第２補給処補給分任物品管理官が貸付を必要と認める

場合は無償貸付承認書（別紙様式第２４）を、貸付を必要と認

めない場合はその理由を記載した文書を申請者に送付する。 

 

（変更申請） 

第３３条 契約工場は、承認書の内容について変更を必要とする

場合は、無償貸付申請書の様式を用いて、別紙様式第２３付紙

で示す要領により無償貸付変更申請書を作成し、速やかに第２ 

補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に２部提出す

るものとする。 

（変更承認） 

誤記修正 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

文言の修正（表現

の変更） 
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第３３条 第２補給処補給分任物品管理官が変更を必要と認めた

場合は変更承認書を、変更を必要と認めない場合はその理由を

記載した文書を申請者に送付する。 
（貸付条件及び不具合発生時の処理） 

第３４条 貸付に関する条件は、契約書等によるほか、承認書の

貸付条件に基づくところによる。 

２ 契約工場は、貸付物品に正常損耗による不具合が発生した場

合は「無償貸付品の故障について」（別紙様式第２５）を作成

し、監督官の確認を得て第２補給処補給分任物品管理官（資材

計画部長気付）に通知する。 

３ 前項の処置実施後、第２補給処補給分任物品管理官は、契約

工場と協議を実施し、次の各号のとおり修理の実施担当を指示

する。 

(1) 第２補給処補給分任物品管理官が修理を行う場合、契約工

場は速やかに当該貸付品を返還する。 

(2) 契約工場が修理を行う場合、契約工場は修理用部品の官給

を受けることができるものとし、官給が困難な場合は、契約

工場で修理用部品を準備することができる。 
（受領書及び借受証） 

第３５条 契約工場は、貸付物品の引渡しを受けた場合、第１１

条に定める要領により受領書を作成するとともに、別紙様式第

２６に定める借受証を作成し、速やかに第２補給処補給分任物

品管理官（資材計画部長気付）に提出するものとする。 

２ 第３０条第６項及び第７項により貸付物品の引渡しを受けた

場合、受領書及び返品書・材料使用明細書の作成は省略するこ

とができる。 

３ 中央契約に係る貸付物品の引渡しを受けた場合については、

本条第１項に加えて、平成１８年防衛庁訓令第１１５号「防衛

省所管物品管理取扱規則」（以下「平成１８年訓令」という。）

第４０条第２項に規定されている受領書（平成１８年訓令（別

記様式第３９））を作成し、防衛装備庁に提出するものとす

る。 

第３４条 第２補給処補給分任物品管理官が変更を必要と認めた

場合は変更承認書を、変更を必要と認めない場合はその理由を

記載した文書を申請者に送付する。 
（貸付条件及び不具合発生時の処理） 

第３５条 貸付に関する条件は、契約書等によるほか、承認書の

貸付条件に基づくところによる。 

２ 契約工場は、貸付物品に正常損耗による不具合が発生した場

合は「無償貸付物品の故障について」（別紙様式第２５）を作

成し、監督官の確認を得て第２補給処補給分任物品管理官（資

材計画部長気付）に通知する。 

３ 前項の通知を受けた後、第２補給処補給分任物品管理官は、

契約工場と協議を実施し、次の各号のとおり修理の実施担当を

指示する。 

(1) 第２補給処補給分任物品管理官が修理を行う場合、契約工

場は速やかに当該貸付物品を返還する。 

(2) 契約工場が修理を行う場合、契約工場は修理用部品の官給

を受けることができるものとし、官給が困難な場合は、契約

工場で修理用部品を準備することができる。 
（受領書及び借受証） 

第３６条 契約工場は、貸付物品の引渡しを受けた場合、第１１

条に定める要領により受領書を作成するとともに、借受証（別

紙様式第２６）を作成し、速やかに第２補給処補給分任物品管

理官（資材計画部長気付）に提出するものとする。 

２ 第３１条第６項及び第７項により貸付物品の引渡しを受けた

場合、受領書及び返品書・材料使用明細書の作成は省略するこ

とができる。 

３ 中央契約に係る貸付物品の引渡しを受けた場合については、

第１項に加えて、防衛省所管物品管理取扱規則（平成１８年防

衛庁訓令第１１５号）（以下「平成１８年訓令」という。）第４

０条第２項に規定されている受領書（平成１８年訓令（別記様

式第３９））を作成し、防衛装備庁に提出するものとする。 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 
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（貸付物品の返還） 

第３６条 契約工場は、貸付期間が満了となったとき又は貸付期

間内で不要となった場合は、第１１条の要領により返品書・材

料使用明細書を作成添付し、借受けた物品を返還するものとす

る。この際、返品書・材料使用明細書の摘要欄に「無償貸付物

品」と表示する。 

２ 中央契約に係る貸付物品を返還する場合については、本条第

１項に加えて、平成１８年訓令第４０条第２に規定されている

返品書・材料使用明細書（平成１８年訓令（別記様式第４

０））を作成し、防衛装備庁に提出するものとする。 

（図書の貸付） 

第３７条 契約工場が契約履行に必要な技術図書の貸付を受けよ

うとする場合の手続きについては、航空機等外注整備共通仕様

書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）に示すところによる。 

第７章 不具合物品の処理 

（不具合通報の処理） 

第３８条 別紙様式第２７に定める不具合通報は、管理換を受け

た物品の受領の際又は受領後に別紙第１１に定める不具合事項

区分表の不具合を発見した場合に作成（機能不良の時は別紙様

式第２８に定める機能不良等不具合確認記録を添付）し、監督

官の確認を得た後、第２補給処補給分任物品管理官（保管部長

気付）に３部提出するものとする。特に、契約不適合修補等の

請求期限が切迫（１か月以内）している場合は、その旨を品質

統制課長へ通知（電話等）するとともに速やかに不具合通報を

提出する。 

２  契約履行中（契約不適合調査を含む。）に不具合事項が発見

された場合、当該物品の「契約不適合」に該当すると考えられ

るものであって、契約不適合修補等の請求期限が確認でき、か

つ、不具合発見時期が該当契約不適合修補等の請求期限内であ

るものについては、前項に準じて処理するものとする。 

３  不具合を発見した物品と同じ品目及び第２補給処補給分任物

品管理官から不具合内容を通知された品目を保管している場合

（貸付物品の返還） 

第３７条 契約工場は、貸付期間が満了となったとき又は貸付期

間内で不要となった場合は、第１１条の要領により返品書・材

料使用明細書を作成添付し、借り受けた物品を返還するものと

する。この際、返品書・材料使用明細書の摘要欄に「無償貸付

物品」と表示する。 

２ 中央契約に係る貸付物品を返還する場合については、第１項

に加えて、平成１８年訓令第４０条第２項に規定されている返

品書・材料使用明細書（平成１８年訓令（別記様式第４０））

を作成し、防衛装備庁に提出するものとする。 

（図書の貸付） 

第３８条 契約工場が契約履行に必要な技術図書の貸付を受けよ

うとする場合の手続きについては、航空機等外注整備共通仕様

書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）に示すところによる。 

第７章 不具合物品の処理 

（不具合通報の処理） 

第３９条 契約工場は、管理換を受けた物品の受領の際又は受領

後に別紙第１０に定める不具合事項区分表の不具合を発見した

場合は、不具合通報（別紙様式第２７）を作成（機能不良の時

は機能不良等不具合確認記録（別紙様式第２８）を添付）し、

監督官の確認を得た後、第２補給処補給分任物品管理官（保管

部長気付）に３部提出するものとする。特に、契約不適合修補

等の請求期限が切迫（１か月以内）している場合は、その旨を

保管部品質統制課品質調査班へ通知（電話等）するとともに速

やかに不具合通報を提出する。 

２  契約履行中（契約不適合調査を含む。）に不具合事項が発見

された場合、当該物品の「契約不適合」に該当すると考えられ

るものであって、契約不適合修補等の請求期限が確認でき、か

つ、不具合発見時期が該当契約不適合修補等の請求期限内であ

るものについては、前項に準じて処理するものとする。 

３  不具合を発見した物品と同じ品目及び第２補給処補給分任物

品管理官から不具合内容を通知された品目を保管している場合

 

条繰下げ 

（以降同様） 

誤記修正 

（以降同様） 
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は、工場物品管理責任者等の業務の範囲で、同種不具合につい

て早期に調査し、その結果、不具合が発見された場合は不具合

通報を作成し、第１項に準じて提出するものとする。また、発

見に至らない場合又は調査が行えない場合は、その旨を品質統

制課長へ通知するものとする。 

４  不具合通報は、不具合物品の出荷証書番号、契約番号、納入

年月日及び不具合内容が相違していれば別葉に作成するものと

する。 

５  不具合通報は、証書に準じて取り扱い、その保存は、当該不

具合通報に対する回答の受領又は該当する場合にあっては当該

回答等に基づく所要の処置完了の年度末までとする。 

（不具合通報の省略） 

第３９条 次の場合は不具合通報の提出を省略することができる 

ものとする。 

(1) 要修理品の受領に伴う不具合で修理作業に直接影響のない

軽易な内容（取扱説明書、治工具付属品の欠品等）の場合 

(2) ＥＲＣコードがＸＢ３の物品において数量の過不足が僅少

な場合 

（証書の訂正等） 

第４０条    受領物品に不具合があった場合の証書の訂正等につい

ては、別紙第１２に示すところにより処理するものとする。 

 

第８章 契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品の処理 

（契約不適合疑義品の処理） 

第４１条  契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）の受入 

要領は、第３章（記録及び証書）及び第４章（外注要修理品の

処理）による。 

２  異状通知書による「契約不適合」の調査結果に基づき、次に

より処理を行う。 

(1) 帳簿の記録上「契約不適合」及び「契約不適合疑義」の品

目、数量については「契約不適合」（条件記号「Ｆ」）とし

て処理する。 

は、工場物品管理責任者等の業務の範囲で、同種不具合につい

て早期に調査し、その結果、不具合が発見された場合は不具合

通報を作成し、第１項に準じて提出するものとする。また、発

見に至らない場合又は調査が行えない場合は、その旨を保管部

品質統制課品質調査班へ通知するものとする。 

４  不具合通報は、不具合物品の出荷証書番号、契約番号、納入

年月日及び不具合内容が相違していれば別葉に作成するものと

する。 

５  不具合通報は、証書に準じて取り扱い、その保存は、当該不

具合通報に対する回答の受領又は当該回答等に基づく所要の処

置完了の年度末までとする。 

（不具合通報の省略） 

第４０条 次の各号に該当する場合は不具合通報の提出を省略す

ることができるものとする。 

(1) 要修理品の受領に伴う不具合で修理作業に直接影響のない

軽易な内容（取扱説明書、治工具付属品の欠品等）の場合 

(2) ＥＲＣコードがＸＢ３の物品において数量の過不足が僅少

な場合 

（証書の訂正等） 

第４１条    受領物品に不具合があった場合の証書の訂正等につい

ては、別紙第１１に示すところにより処理するものとする。 

 

第８章 契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品の処理 

（契約不適合疑義品の処理） 

第４２条  契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）の受入 

要領は、第３章（記録及び証書）及び第４章（外注要修理品の

処理）による。 

２  契約工場は、異状通知書による「契約不適合」の調査結果に

基づき、次により処理を行う。 

(1) 帳簿の記録上「契約不適合」及び「契約不適合疑義」の品

目、数量については「契約不適合」（条件記号「Ｆ」）とし

て処理する。 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(2) 「契約不適合合意」に基づき、契約不適合修補を行う場合

は、修補完了後、使用可能品として速やかに返還する。この

際、返品書・材料使用明細書及び物品票には「契約不適合修

補」と朱記し、返品書・材料使用明細書には「異状通知書番

号（年月日）」を明記する。ただし、良品交換（代替品）の

場合は、返品書・材料使用明細書の摘要欄に「良品交換」と

朱記する。 

(3) 「非契約不適合」となった物品は、その状態・条件に応じ

た変更に伴う処理を行う。この際、状態・条件の審査等を慎

重に実施し、的確に処理するものとする。 

当該品は、特に示す場合を除き速やかに返還するものと

し、返品書・材料使用明細書には「非契約不適合」と朱記

し、「異状通知書番号（年月日）」及び「非契約不適合通知

書番号（年月日）」又は「契約不適合判定通知書番号（年月

日）」を明記する。 

なお、第２補給処から修理契約の対象とする旨の通知があ

った物品は、「契約不適合疑義品」の返還及び「外注要修理

品」の受領のＰ／Ｗ処理を行う。 

  また、当該品の処理について、疑義が生じた場合は在庫統

制課担当と調整を行うものとする。 

(4)  契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得 

たものは、第２１条第１項に示す官給申請を行った上、速や

かに契約不適合修補を行うものとする。 

(5) 「契約不適合合意」及び「非契約不適合」で使用可能品と

して時間交換品目等を返還する場合は、使用時間（期間）が

あれば使用可能物品票に「使用時間：〇．〇〇Ｈ」又は「使

用期間：〇月〇日」と表示をするものとする。 

３ 契約不適合疑義品及び契約不適合物品は、他の官給品等と明

確に区分して保管するものとする。 
（ＵＲ証拠品の処理） 

第４２条 ＵＲ証拠品の受入要領は、第３章（記録及び証書）及 

び第４章（外注要修理品の処理）による。 

(2) 「契約不適合合意」に基づき、契約不適合修補を行う場合

は、修補完了後、使用可能品として速やかに返還する。この

際、返品書・材料使用明細書及び物品票には「契約不適合修

補」と朱記し、返品書・材料使用明細書には「異状通知書番

号（年月日）」を明記する。ただし、良品交換（代替品）の

場合は、返品書・材料使用明細書の摘要欄に「良品交換」と

朱記する。 

(3) 「非契約不適合」となった物品は、その状態・条件に応じ

た変更に伴う処理を行う。この際、状態・条件の審査等を慎

重に実施し、的確に処理するものとする。 

当該品は、特に示す場合を除き速やかに返還するものと

し、返品書・材料使用明細書には「非契約不適合」と朱記

し、「異状通知書番号（年月日）」及び「非契約不適合通知

書番号（年月日）」又は「契約不適合判定通知書番号（年月

日）」を明記する。 

なお、第２補給処から修理契約の対象とする旨の通知があ

った物品は、「契約不適合疑義品」の返還及び「外注要修理

品」の受領のＰ／Ｗ処理を行う。 

また、当該品の処理について、疑義が生じた場合は資材計

画部在庫統制課資料管理班と調整を行うものとする。 

(4)  契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得 

たものは、第２２条第１項に示す官給申請を行った上、速や

かに契約不適合修補を行うものとする。 

(5)  「契約不適合合意」及び「非契約不適合」で使用可能品と

して時間交換品目等を返還する場合は、使用時間（期間）が

あれば使用可能物品票に「使用時間：〇．〇〇Ｈ」又は「使

用期間：〇月〇日」と表示をするものとする。 

３ 契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）は、他の官給

品等と明確に区分して保管するものとする。 
（ＵＲ証拠品の処理） 

第４３条 ＵＲ証拠品の受入要領は、第３章（記録及び証書）及 

び第４章（外注要修理品の処理）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

２    ＵＲの調査検討等役務に係るＵＲ証拠品の処理要領は次によ 

る。 

(1) 調査検討を行う上で同種不具合品及び関連する装備品等を

追加し調査する必要が生じた場合は、ＵＲ関連証拠品指定申

請書（別紙様式第２９）を１部作成し、監督官の確認を得た

後、普通ＵＲの場合は第２補給処長（整備部長気付）に申請

する。 

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第２９に

準じた様式で補給本部長（航空機部長気付）に申請する。 

(2) ＵＲの対策案を樹立するため、ＵＲ証拠品（ＵＲ関連証拠

品を含む。）の形状を変更（切断、溶解等）する必要が生じ

た場合は、ＵＲ証拠品等形状変更申請書（別紙様式第３０）

を１部作成し、監督官の確認を得た後、普通ＵＲの場合は第

２補給処長（整備部長気付）に申請し、その可否について指

示を得るものとする。 

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第３０に

準じた様式で補給本部長（航空機部長気付）に申請するとと

もに、写しを第２補給処長（資材計画部長気付）に送付し、

その可否について指示を得るものとする。ただし、申請は、

修復性品目のＵＲ証拠品（ＵＲ関連証拠品を含む。）につい

て形状変更を伴う調査を実施した場合、修理契約時の技術資

料に示された修理限度を超え修理不能となる、あるいは非修

復性品目で使用可能な関連証拠品が使用不能となる場合を対

象とし、その他の場合については、必要としない。 

(3)  調査検討が完了した場合は、ＵＲ証拠品調査完了通知

（別紙様式第３１）を１部作成し、普通ＵＲの場合は第２補

給処長（整備部長気付）に、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合

は、別紙様式第３１に準じた様式で補給本部長（航空機部長

気付）に提出する。 

(4)  調査検討後の物品の処置は、別紙様式第３２に定める寄

託（ＵＲ）物品処理通知に基づき実施する。 

 

２    ＵＲの調査検討等役務に係るＵＲ証拠品の処理要領は次によ 

る。 

(1) 調査検討を行う上で同種不具合品及び関連する装備品等を

追加し調査する必要が生じた場合は、ＵＲ関連証拠品指定申

請書（別紙様式第２９）を１部作成し、監督官の確認を得た

後、普通ＵＲの場合は第２補給処長（整備部長気付）に申請

する。 

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第２９に

準じた様式で補給本部長（航空機部長気付）に申請する。 

(2) ＵＲの対策案を樹立するため、ＵＲ証拠品（ＵＲ関連証拠

品を含む。）の形状を変更（切断、溶解等）する必要が生じ

た場合は、ＵＲ証拠品等形状変更申請書（別紙様式第３０）

を１部作成し、監督官の確認を得た後、普通ＵＲの場合は第

２補給処長（整備部長気付）に申請し、その可否について指

示を得るものとする。 

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第３０に

準じた様式で補給本部長（航空機部長気付）に申請するとと

もに、写しを第２補給処長（資材計画部長気付）に送付し、

その可否について指示を得るものとする。ただし、申請は、

修復性品目のＵＲ証拠品（ＵＲ関連証拠品を含む。）につい

て形状変更を伴う調査を実施した場合、修理契約時の技術資

料に示された修理限度を超え修理不能となる、あるいは非修

復性品目で使用可能な関連証拠品が使用不能となる場合を対

象とし、その他の場合については、必要としない。 

(3)  調査検討が完了した場合は、ＵＲ証拠品調査完了通知

（別紙様式第３１）を１部作成し、普通ＵＲの場合は第２補

給処長（整備部長気付）に、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合

は、別紙様式第３１に準じた様式で補給本部長（航空機部長

気付）に提出する。 

(4)  調査検討後の物品の処置は、寄託（ＵＲ）物品処理通知

（別紙様式第３２）に基づき実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第９章 官給品等の現況調査等 

（現況調査） 

第４３条  契約工場は、別紙第１３に定める現況調査実施要領に 

基づき、官給品等の現況調査を実施する。 

（官給品等の受払通知） 

第４４条  契約工場は、官給品等の異動事実が発生した場合、そ

の都度受払通知を作成し、第２補給処長（在庫統制課長気付）

に通知するものとする。 

なお、消費実績把握のためＣＰＰ品目の使用事実についても

通知するものとする。 

２  契約工場は、次の各号で示す異動の事実が発生した都度、会

社端末通信又は郵送等により、それぞれの要領に基づき通知す

るものとする。 

(1) 官側と工場との間における物品の受払 

受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ３）（別紙第３）により通知

する。 

(2) 不用決定に基づく処分、外注要修理品からの取外し部品の

受入及び識別変更のうち分解及び在庫品の調整等の受払 

調整通知（Ｐ/ＴＲＮ２）（別紙第４）により通知する。 

(3) ＧＦＰ、ＣＦＰ、ＣＰＰである物品についての工場物品管

理責任者又は在庫管理者と工場内の各ＳＨＯＰとの間の受払 

官給品受払通知（Ｐ／ＴＲＮ１）（別紙第８）により通知

する。 

３  第２補給処は、前項の通知に基づき電算機処理を行った後、

発生したエラーについては、会社端末通信工場に対しては自動

返送、その他の工場に対しては、電話等の調整によりエラーの

早期処理を実施する。 

４  契約工場は、第２補給処から自動返送された別紙第１４に定

める「ＰＬＡＮＴＥＲＲＰＴＲＮＬＩＳＴ」を確認し、不具合

を修正のうえ、速やかに再通知するものとする。 

 

 

第９章 官給品等の現況調査等 

（現況調査） 

第４４条  契約工場は、別紙第１２に定める現況調査実施要領に 

基づき、官給品等の現況調査を実施する。 

（官給品等の受払記録） 

第４５条  契約工場は、官給品等の異動事実が発生した場合、そ

の都度受払記録を作成し、第２補給処長（在庫統制課長気付）

に通知するものとする。 

なお、消費実績把握のためＣＰＰ品目の使用事実についても

通知するものとする。 

２  契約工場は、次の各号で示す異動の事実が発生した都度、電

算機又は郵送等により、それぞれの要領に基づき通知するもの

とする。 

(1) 官側と工場との間における物品の受払 

工場受領返還記録（別紙第３）により通知する。 

 

(2) 不用決定に基づく処分、外注要修理品からの取外し部品の

受入れ及び識別変更のうち分解及び在庫品の調整等の受払 

工場調整記録（別紙第４）により通知する。 

(3) ＧＦＰ、ＣＦＰ、ＣＰＰである物品についての工場物品管 

理責任者又は在庫管理者と工場内の各ＳＨＯＰとの間の受払 

工場受払記録（別紙第７）により通知する。 

 

３  第２補給処は、前項の通知に基づき電算機処理を行った後、

発生したエラーについては、電話等の調整によりエラーの早期

処理を実施する。 

 

４  契約工場は、電算機処理によりエラーが発生した場合、別紙

第１３の工場受払不備記号一覧表を確認し、不具合を修正する

ものとする。 

 

 

 

 

条繰下げ及び別紙

繰上げ 

（以降同様） 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

（以降同様） 

 

 

空自クラウド換装

に伴う用語の統一 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

（官給品等の年度照合） 

第４５条    契約工場が管理する官給品等については、第２補給処

が定める計画に基づき、補給処の管理原簿等及び工場における

帳簿との記録照合を通常年１回、実施する。 

第１０章 亡失・損傷等 

（亡失損傷の処理） 

第４６条 契約工場は、官給品等を亡失又は損傷等した場合は、

別紙様式第１５に定める物品亡失、損傷報告書を作成し、速や

かに第２補給処長（資材計画部長気付）に４部提出するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 不用品の処理 

（修理不能品の処理） 

第４７条 契約工場における修理不能品の処理は、次の各号及び

別紙第１５に定める不用品の返還等処理要領により行う。ただ

し、個別仕様書により特別に指示された品目及び修理不能の状

態のまま返還と指示された品目については、その指示に基づき

処理するものとする。また、石綿含有の疑いのある品目につい

ては、修理不能品の処置を行う前に在庫統制課担当と調整する

ものとする。 

 

（官給品等の年度調査） 

第４６条    契約工場が管理する官給品等については、第２補給処

が定める計画に基づき、補給処の管理原簿等及び工場における

帳簿との記録照合を通常年１回、実施する。 

第１０章 亡失・損傷等 

（亡失損傷の処理） 

第４７条 契約工場は、官給品等を亡失又は損傷等した場合は、

物品亡失、損傷報告書（別紙様式第１５）を作成し、その電子

データを速やかに第２補給処長（資材計画部長気付）にメール

送信するものとする。 

なお、送信先については、資材計画部在庫統制課在庫統制１

班と調整するものとする。 

（再官給の処理） 

第４８条 契約工場は、契約履行のため再官給を要する場合、官

給依頼（別紙様式第３３）を作成し、監督官の確認を得た後、

第２補給処補給分任物品管理官（在庫統制課長気付）に１部提

出するものとする。 

（記録の調整） 

第４９条 契約工場は、亡失、損傷物品の弁済について分任支出

負担行為担当官との合意が結ばれたなら、当該物品の工場受領

返還記録について資材計画部在庫統制課在庫統制１班と調整す

るものとする。 

第１１章 不用品の処理 

（修理不能品の処理） 

第５０条 契約工場における修理不能品の処理は、次の各号及び

別紙第１４に定める不用品の返還等処理要領により行う。ただ

し、個別仕様書により特別に指示された品目及び修理不能の状

態のまま返還と指示された品目については、その指示に基づき

処理するものとする。また、石綿含有の疑いのある品目につい

ては、修理不能品の処置を行う前に資材計画部在庫統制課総括

班と調整するものとする。 

文言修正（ＪＡＦ

Ｒ１２５（年度照

合削除）による） 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 

業務の効率化 

（処理の電子化） 

 

業務の見直し（処

理要領（再官給の

処理等）の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 

（以降同様） 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(1) ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単体修理の結果、取外 

し等により発生した修理不能品の処理 

ア 消耗品（ＥＲＣコードが「ＸＢ３」の物品）について

は、不用決定の申請手続を行うことなく、別紙第１６に定

める不用材料別区分表の材料区分ごとに整理し、返品書・

材料使用明細書を作成し、不用品に準じて第５０条に定め

る不用品の返還先に示す廃品出納官又は基地廃品出納主任

に返還するものとし、この際の受払通知は必要ないが、管

理記録カードの記録は行うものとする。 

イ 非消耗品については、当該契約最終作業終了後（契約期

間が長いものは３か月ごと）まとめて別紙様式第１６に定

める不用決定申請書に不用材料別区分集計表を添付し、監

督官の確認を得て、第２補給処長（在庫統制課長気付）に

３部提出するとともに、修理不能品発生の都度、別紙第４

に定める調整通知（Ｐ／ＴＲＮ２）を実施する。 

 

 

(2)  受入検査時及び寄託又は官給中状態変更により修理不能

となった物品並びに部検コンデム品の処理 

ア 現品は、契約工場に保管のまま、当該契約最終作業終 

了後（契約期間が長いもの及び契約がないものは３か月ご

と）まとめて返品書・材料使用明細書に監督官の確認を得 

て、第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付（Ｐ／Ｗ処

理）するとともに、別紙第４に定める調整通知（Ｐ／ＴＲ

Ｎ２）及び別紙第３に定める受領・返還通知（Ｐ／ＴＲＮ 

３）を実施するものとし、返品書・材料使用明細書の摘要

欄に材質ごとの重量を記入する。 

  イ 第２補給処は、送付された返品書・材料使用明細書によ

り不用 決定の処理を行う。 

 

(1) ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単体修理の結果、取

外し等により発生した修理不能品の処理 

ア 消耗品（ＥＲＣコードが「ＸＢ３」の物品）について

は、不用決定の申請手続を行うことなく、別紙第１５に定

める不用材料別区分表の材料区分ごとに整理し、返品書・

材料使用明細書を作成し、不用品に準じて第５３条に定め

る不用品の返還先の廃品物品出納官又は基地廃品出納主任

に返還するものとし、この際の受払記録は必要ないが、管

理記録カードの記録は行うものとする。 

イ 非消耗品については、当該契約最終作業終了後（契約期

間が長いものは３か月ごと）まとめて不用決定申請書（別

紙様式第１６－１）に不用材料別区分集計表を添付し、監

督官の確認を得て、第２補給処長（在庫統制課長気付）に

電子データをメール送信するとともに、修理不能品発生の

都度、別紙第４に定める工場調整記録を実施する。 

  なお、送信先については、資材計画部在庫統制課総括班

と調整する。 

(2) 受入検査時及び寄託又は官給中状態変更により修理不能と

なった物品並びに部検コンデム品の処理 

ア 現品は、契約工場に保管のまま、当該契約最終作業終了

後（契約期間が長いもの及び契約がないものは３か月ご

と）まとめて返品書・材料使用明細書に監督官の確認を得

て、第２補給処長（在庫統制課長気付）に電子データをメ

ール送信（Ｐ／Ｗ処理）するとともに、別紙第４に定める

工場調整記録及び別紙第３に定める工場受領返還記録を実

施するものとし、返品書・材料使用明細書の摘要欄に材質

ごとの重量を記入する。 

イ 第２補給処は、送付された返品書・材料使用明細書によ

り不用決定の処理を行う。 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 

 

条繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

（以降同様） 

別紙様式の枝番の

変更 

業務の効率化 

（処理の電子化） 

（以降同様） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(3)    契約工場は、物品増減及び現在額報告対象品目及び単価 

３００万円以上の物品増減及び現在額報告対象外品目の修

理不能品について、次の資料を添付する。 

 

ア 部検コンデム品 

    修理可否判定指示書の写し１部及び修理不能判定書（別

紙様式第１６－１）１部 

  イ 取外し品 

    修理不能品と判定した資料及び修理不能判定書１部 

 

  ウ ア、イ以外の修理不能品 

    第２補給処と調整を行うとともに、不良品の写真１部、

不良の理由及び検査所見各１部 

(4) 契約工場は、単価３００万円未満（物品増減及び現在額報

告対象品目を除く。）の部検コンデム品については、修理可

否判定指示書（あるいは技術資料等）の写し１部を添付す

る。 

(5)  契約工場は、不用決定申請する全ての品目について、不 

用決定品目表（別紙様式第１６－２）をＥⅹｃeｌで作成

し、添付する。 

また、作成したリストの電子データを第２補給処長（在庫

統制課総括班調査係気付）にメール送信するものとする。送

信先については、在庫統制課総括班調査係と調整する。 

 

（不用決定後の処理） 

第４８条 第２補給処長は、不用決定承認後、処置事項を明記し

た不用決定書２部を契約工場に送付する。 

  なお、取外し品以外の物品については、材料区分ごとの管 

理換票（受領書）を添付する。 

（不用決定後の処置） 

第４９条 契約工場は、送付された不用決定書に基づき、当該不

用品を材料別に分類し、返品書・材料使用明細書を作成して不

(3) 契約工場は、物品増減及び現在額報告対象品目、単価３０

０万円以上の物品増減及び現在額報告対象外品目（ただ

し、部検コンデム品については、単価３００万円未満を含

む。）の修理不能品について、次の資料を添付する。 

ア 部検コンデム品 

修理可否判定通知書又は整備不具合報告書・通知書の写

し１部 

  イ 取外し品 

   修理不能品と判定した資料及び修理不能判定書（別紙様 

式第１６－２）1部 

  ウ ア、イ以外の修理不能品 

   第２補給処と調整を行うとともに、不良品の写真１部、

不良の理由及び検査所見各１部 

 

 

 

 

(4) 契約工場は、不用決定申請する全ての品目について、不

用決定品目表(別紙様式第１６－３)をＥｘｃｅｌで作成す

る（ただし、不用決定申請書に全て記載できる場合は不要

とする。）。また、作成したリストの電子データを第２補給

処長（在庫統制課総括班長気付）にメール送信するものと

する。送信先については、資材計画部在庫統制課総括班と

調整する。 

（不用決定通知） 

第５１条 第２補給処長は、不用決定承認後、処置事項を明記し

た不用決定書の電子データを契約工場にメール送信する。 

  なお、取外し品以外の物品については、受領書（別紙様式第

１３）を添付する。 

（不用決定後の処理） 

第５２条 契約工場は、送付された不用決定書に基づき、当該不

用品を材料別に分類し、返品書・材料使用明細書を作成して不

 

第４号の記載を包

含 

 

 

業務の効率化 

（修理不能判定書

の添付省略） 

 

 

 

 

 

第３号に記載事項

を包含したため、

削除 

 

 

 

文言の補足 

 

文言の修正（表現

の統一）（より丁寧

な記述） 

誤記修正（目次と

の整合） 

（以降同様） 

業務の効率化 

（処理の電子化） 

条繰下げ 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

用決定書１部（第２票）とともに第５０条に示す指定された廃

品出納官又は基地廃品出納主任に返還する。 

２ 取外し品以外の物品については、添付された管理換票（受領

書）により受領処理（Ｐ／Ｗ）後、前項により処理するものと

する。 

３ 不用品を第２補給処以外に返還する場合は、第２補給処に返

還する場合と同様とし、返還後は速やかに返品書・材料使用明

細書の写しを第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付する 

４ 第１項により返還する不用品で履歴簿が添付されている場合

は、当該履歴簿を併せて返還する。ただし、契約工場で現地売

却する場合にあっては、履歴簿のみを返還するものとする。 

（不用品の返還先） 

第５０条 不用品の返還先は、次を基準とする。 

返 還 先 契 約 工 場 

第４補給処 

木更津支処 

古河電池、日本ポール、日本航空、協和

高圧機工、ジュピター・コーポレーショ

ン、多摩川スカイプレシジョン 

第２補給処 中部地区以南の契約工場（ただし、川崎

重工業航空宇宙システムカンパニーエン

ジン事業部門は現地売却） 

第３補給処 記載のない関東地区以北の契約工場 

第４補給処 ＹＤＫテクノロジーズ、沖電気工業、ミ

ネベアミツミ 

松島基地 ジャムコ航空機整備カンパニー仙台整備

工場 

陸上自衛隊 

航空学校宇都宮校 

ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー宇都宮

製作所 

 

なお、上記返還先に返還できない場合は、第２補給処在庫統制 

課総括班調査係と調整するものとする。 

 

用決定書１部（第２票）とともに第５３条に示す返還先の廃品

物品出納官又は基地廃品出納主任に返還する。 

２ 取外し品以外の物品については、送付された受領書により受

領処理（Ｐ／Ｗ）後、前項により処理するものとする。 

 

３ 不用品を第２補給処以外に返還する場合は、第２補給処に返

還する場合と同様とし、返還後は速やかに返品書・材料使用明

細書の写しを第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付する 

４ 第１項により返還する不用品で履歴簿が添付されている場合

は、当該履歴簿を併せて返還する。ただし、契約工場で現地売

却する場合にあっては、履歴簿のみを返還するものとする。 

（不用品の返還先） 

第５３条 不用品の返還先は、次を基準とする。 

返 還 先 契 約 工 場 

第４補給処 

木更津支処 

古河電池、日本ポール、日本航空、協和

高圧機工、ジュピター・コーポレーショ

ン、多摩川スカイプレシジョン、全日本

空輸 

第２補給処 中部地区以南の契約工場（ただし、川崎

重工業航空宇宙システムカンパニーエン

ジン事業部門は現地売却） 

第３補給処 記載のない関東地区以北の契約工場 

第４補給処 ＹＤＫテクノロジーズ、沖電気工業、ミ

ネベアミツミ 

松島基地 ジャムコ航空機整備カンパニー仙台整備

工場 

陸上自衛隊 

航空学校宇都宮校 

ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー宇都宮

製作所 

なお、上記返還先に返還できない場合は、第２補給処資材計画 

部在庫統制課総括班と調整するものとする。 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

受領処置は、管理

換票を使用してい

ないため 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５と

の整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

第１２章 契約工場検査 

（契約工場検査） 

第５１条 契約工場は、第２補給処から示される契約工場検査実

施計画に基づき、契約工場検査を受検するものとする。 

２  契約工場検査は、契約工場における物品管理補給業務が適正 

に実施されているか次の各号について行うものとする。 

(1) 官給品等の受領、保管及び返還に関する状況 

(2) 官給品等の出納及び使用の状況 

(3) 官給品等に関する記録及び証書等の維持、整理の状況 

(4) 官給品等の実数と記録の現在高との整合状況 

(5) 前各号のほか、第２補給処長が必要と認める事項 

３    契約工場検査は検査官等が検査を行い、これを受検する工場

物品管理責任者等が立会するものとする。 

 

＊第１３章 各種コンテナの管理等 

（物品管理） 

第５２条  契約工場は、各種コンテナを受領（出荷）する場合の

物品管理は、次を基準として行うものとする。 

(1) 寄託物品として管理する。ただし、契約書において、貸付

となっている場合は、貸付物品として管理する。 

(2) 修理契約に基づき受領（出荷）する場合（契約工場直送品

目を含む。）は、ＥＲＣコードにかかわらず状条は「Ｒ」と

する。 

(3) 契約不適合物品（契約不適合疑義品を含む。）又は、ＵＲ

証拠品を受領（出荷）する場合の状条は「Ｓ」とする。 

（返品書・材料使用明細書の表示） 

第５３条  契約工場は、コンテナを返還する場合、返品書・材料

使用明細書の摘要欄に受領時の「状条」及び「寄託」、「貸

付」等の区分を朱記する。 

 

 

 

第１２章 契約工場検査 

（契約工場検査） 

第５４条 契約工場は、第２補給処から示される契約工場検査実

施計画に基づき、契約工場検査を受検するものとする。 

２  契約工場検査は、契約工場における物品管理補給業務が適正 

に実施されているか次の各号について行うものとする。 

(1) 官給品等の受領、保管及び返還に関する状況 

(2) 官給品等の出納及び使用の状況 

(3) 官給品等に関する記録及び証書等の維持、整理の状況 

(4) 官給品等の実数と記録の現在高との整合状況 

(5) 前各号のほか、第２補給処長が必要と認める事項 

３    契約工場検査は検査官等が検査を行い、これを受検する工場

物品管理責任者等が立会するものとする。 
 

＊第１３章 各種コンテナの管理等 

（物品管理） 

第５５条  契約工場は、各種コンテナを受領（出荷）する場合の

物品管理は、次の各号を基準として行うものとする。 

(1) 寄託物品として管理する。ただし、契約書において、貸付

となっている場合は、貸付物品として管理する。 

(2) 修理契約に基づき受領（出荷）する場合（工場直送品目を

含む。）は、ＥＲＣコードにかかわらず状条は「Ｒ」とす

る。 

(3) 契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）又は、ＵＲ

証拠品を受領（出荷）する場合の状条は「Ｓ」とする。 

（返品書・材料使用明細書の表示） 

第５６条  契約工場は、コンテナを返還する場合、返品書・材料

使用明細書の摘要欄に受領時の「状条」及び「寄託」、「貸

付」等の区分を朱記する。 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

（以降同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

文言の修正 

（契約会社への通

知文書との整合） 

文言の修正（表現

の変更） 
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（受払通知） 

第５４条  各種コンテナの異動事実が発生した場合、速やかに別

紙第３､第４及び第８に定める受払通知を実施するものとする。 
 

 

＊第１４章 ＪＭＳ等の処理 

（交換率の変動に伴う処置） 

第５５条 契約工場は、ＪＭＳ－Ａ又はＪＭＳ－Ｄの交換率（Ｒ

／Ｆ）が変動した場合は、別紙第１７に定める作成要領によ

り、ＪＭＳ－Ａ（Ｄ）部品使用状況変動通知（別紙様式第３

３）又はＪＭＳ・作成・訂正・取消 原案（別紙様式第３４）

を作成し、速やかに第２補給処長（資材計画課長気付）に提出

するものとする。 

（新規修理品のＪＭＳの作成） 

第５６条 契約工場は、第２補給処から修理契約相手方決定の通

知を受領した場合は、前条の規定を準用してＪＭＳ・作成・訂

正・取消 原案を作成し、３か月以内に第２補給処長（資材計

画課長気付）に提出するものとする。 

 

第１５章 雑則 

（委任規定） 

第５７条 この取扱要領に定める業務の実施に必要な細部処理要

領は、処内にあっては各部長、契約工場にあっては各工場物品

管理責任者等の定めるところによる。 
 

付 則（資伺第２８３号 令和５年１２月２１日） 

この官給品取扱要領は、令和５年１２月２２日から施工する。 

 

 

 

 

 

（受払記録） 

第５７条  各種コンテナの異動事実が発生した場合、速やかに別

紙第３､第４及び第７に定める受払記録を実施するものとす

る。 
 

＊第１４章 ＪＭＳ等の処理 

（交換率の変動に伴う処置） 

第５８条 契約工場は、ＪＭＳ－Ａ又はＪＭＳ－Ｄの交換率（Ｒ

／Ｆ）が変動した場合は、別紙第１６に定める作成要領によ

り、ＪＭＳ－Ａ（Ｄ）部品使用状況変動通知（別紙様式第３

４）又はＪＭＳ作成・訂正・取消 原案（別紙様式第３５）を

作成し、速やかに第２補給処長（資材計画課長気付）に提出す

るものとする。 

（新規修理品のＪＭＳ資料の作成） 

第５９条 契約工場は、第２補給処から修理契約相手方決定の通

知を受領した場合は、前条の規定を準用してＪＭＳ作成・訂

正・取消 原案を作成し、３か月以内に第２補給処長（資材計

画課長気付）に提出するものとする。 

 

第１５章 雑則 

（委任規定） 

第６０条 この取扱要領に定める業務の実施に必要な細部処理要

領は、第２補給処内にあっては各部長、契約工場にあっては各

工場物品管理責任者等の定めるところによる。 
 

付 則（資伺第１号 令和８年２月６日） 

この官給品取扱要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

条繰下げ 

（以降同様） 

別紙繰上げ 

 

 

 

 

別紙様式繰下げ 

誤記修正 

（以降同様） 

 

誤記修正 

（目次との整合） 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

 

改正による文書番

号等の変更 

文言の修正 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１（第１１条、第１７条、第２３条関係） 

 

受領書及び返品書・材料使用明細書の作成要領 

 

１ 受領書の作成 

(1) 第２補給処（物品管理単位番号：３６５１）から物品を受

領した場合は、物品とともに送付される受領書に次の事項を

記入し受領処理を実施する。 

ア １枚目受領者（契約者）欄 

(ｱ) 住所 

   契約工場の所在地を記入 

(ｲ) 社名 

   契約工場の名称を記入 

(ｳ) 代用者名 

     工場物品管理責任者等名を記入 

(ｴ) 受領者 

     受領者の署名 

(ｵ) 受領年月日 

受領年月日を記入 

  イ ２枚目以降 

    項目番号毎に受領証書番号を記入 

(2) 前号の処理が完了した証書は、第１票を速やかに第２補給

処長（在庫統制課長気付）に返還し、第２票は自社の受入証

書として保存する。第３票は、倉庫担当者等が適宜使用する

ものとする。 

(3) 第２補給処以外から物品を受領した場合（直送品目、出荷

指令等）は、物品とともに送付される管理換票に次の要領で

受領処理し、Ｐ／Ｗとして第３票又は写しを控とし、第１票

及び第２票を速やかに第２補給処長（在庫統制課長気付）に

送付するものとする。特に修理契約工場直送品目指定表記載

の要修理品については、第２補給処から送付する「会社直送

品目リスト」によりチェックしＰ／Ｗ処理の促進を図る。 

別紙第１（第１１条、第１５条、第１７条、第２４条関係） 

 

受領書及び返品書・材料使用明細書の作成及び処理要領 

 

１ 受領書の作成及び処理 

(1) 第２補給処（物品管理単位番号：３６５１）から物品を受

領した場合は、物品とともに送付される受領書に次の事項を

記入し受領処理を実施する。 

ア １枚目受領者（契約者）欄 

(ｱ) 住所 

   契約工場の所在地を記入 

(ｲ) 社名 

   契約工場の名称を記入 

(ｳ) 代用者名 

     工場物品管理責任者等名を記入 

(ｴ) 受領者氏名 

     受領者の署名 

(ｵ) 受領年月日 

受領年月日を記入 

  イ ２枚目以降 

    項目番号毎に受領証書番号を記入 

(2) 前号の処理が完了した証書は、第１票を速やかに第２補給

処長（在庫統制課長気付）に返還し、第２票は自社の受入証

書として保存する。第３票は、倉庫担当者等が適宜使用する

ものとする。 

(3) 第２補給処以外から物品を受領した場合 

 ア 他の補給処・基地から物品を受領した場合は、物品とと

もに送付される管理換票に次の要領（基準）で受領処理を

実施する。また、受領書を３部作成し、受領書の第３部を

控えとし、管理換票２部と受領書２部を第２補給処長（在

庫統制課長気付）に送付するものとする。 

 

関係条番号の変更 

 

文言の修正 

（処理要領が記載

されているため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理要領の細分化

（「他の補給処・

基地」から受領す

る場合と「工場」

から受領する場合

では、処理要領が

異なるため） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

ア 物品の状条、数量・・・受領欄の該当欄に記入する。 

イ 受領日・・・・・・・・「受領日」欄に記入する。 

（例：２０２７１０１４((西暦)２０２７年１０月１４日 

の場合)） 

ウ 係、責任者の署名・・「出納」、「記帳」及び「転記」欄

に、それぞれ処理が完了したとき署

名（姓だけ）し、日付を付記する。

（「検査欄」については、検査スタ

ンプを押印する） 

エ 物品出納官・・・・・受領側「物品出納官」欄に署名

(姓だけ)する。 

オ 証書番号 ・・・・・「記事」欄の上部余白に証書番号

を記入し、その右側に工場補給単位

番号を記入する（受領欄の証書番号

欄と分任物品管理官欄は補給処で使

用するためこの欄は使用しない。）。 

(4) 直納物品 

納入地が工場に指定されている場合は、納入業者から納品

書とその補助証書（管理換票）を受領し、補助証書に前号ウ

の受領証明を行い、第３票を控とし、納品書と補助証書（第

１票及び第２票）を第２補給処長（在庫統制課長気付）に送

付する。 

 

 

 

 

(5) 証書の処理要領 

証書の処理（Ｐ／Ｗを含む。）については付紙による。 

なお、Ｐ／Ｗに係る第２補給処からの出荷については、後

日第２補給処から出荷証書第２票が送付されたならば受領側

（分任管理官欄）に工場補給単位番号を記入し、前号で控と

した第３票を添付し保存する。 

(ｱ) 受領日・・・・受領側の「受領日」欄に記入する。 

（例：２０２７１０１４((西暦)２０２７年１０月１４

日の場合)） 

(ｲ) 係の記名等・・受領側「出納」、「検査」、「記帳」、「転 

記」及び「物品出納官」欄に、それぞれ処理が完了した 

際に記名等する。 

(ｳ) 証書番号・・・「記事」欄の上部余白に証書番号を記 

入する。 

イ 他の工場から物品を受領した場合は、受領書を３部作成

し、受領書の第３部を控えとし、受領書２部を物品ととも

に送付される返品書２部と併せて第２補給処長（在庫統制

課長気付）に送付するものとする。 

ウ 修理契約工場直送指定品目と記載された要修理品につい

ては、第２補給処から送付する「工場直送指定品目リス

ト」によりチェックし、Ｐ／Ｗ処理の促進を図る。 

 

(4) 直納物品 

ア 新規購入（部品） 

納入業者から納品書を受領した後、受領書を３部作成し、 

受領書の第３部を控えとし、納品書８部と受領書２部を第

２補給処長（在庫統制課長気付）に送付する。 

イ 修理完成品 

納入業者から納品書、返品書を受領した後、受領書を３

部作成し、受領書の第３部を控えとし、納品書８部、返品

書２部及び受領書２部を第２補給処長（在庫統制課長気

付）に送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理要領の細分化

（「新規購入（部

品）」を受領する

場合と「修理完成

品」を受領する場

合では、処理要領

が異なるため） 

 

 

証書の処理要領

は、第４項へ移動 

なお書き以降は会

社において管理換

票による処置がな

いため削除 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

２ 返品書・材料使用明細書の作成 

官給品等を第２補給処へ返還又は出荷指令、ＴＣＴＯの補給

要領等により基地若しくは他の工場等へ出荷する場合の返品

書・材料使用明細書の作成要領は次のとおりとする。 

(1) １枚目引渡者（契約者）欄 

ア 住所 

  契約工場の住所を記入 

イ 社名 

  契約工場の名称を記入 

ウ 代用者名 

  工場物品管理責任者等名を記入 

エ 引渡年月日 

  引渡年月日を記入 

オ 引渡者氏名 

    引渡者の署名 

 (2) １枚目物品番号欄 

   １項目に「別紙のとおり」と記入 

 (3) １枚目摘要欄 

   別紙第２により記入 

 (4) ２枚目以降 

  ア 項目番号 

    一連番号を記入 

  イ 物品番号 

    物品番号を記入 

  ウ 品名 

    品名を記入 

  エ 規格 

    部品番号を記入 

  オ 単位 

    単位を記入 

  カ 交付数量 

    記入しない。 

２ 返品書・材料使用明細書の作成及び処理 

官給品等を第２補給処へ返還又は出荷指令、ＴＣＴＯの補給

要領等により基地若しくは他の工場等へ出荷する場合の返品

書・材料使用明細書の作成要領は次のとおりとする。 

(1) １枚目引渡者（契約者）欄 

ア 住所 

  契約工場の住所を記入 

イ 社名 

  契約工場の名称を記入 

ウ 代用者名 

  工場物品管理責任者等名を記入 

エ 引渡年月日 

  引渡年月日を記入 

オ 引渡者氏名 

    引渡者の署名 

 (2) １枚目物品番号欄 

   １項目に「別紙のとおり」と記入 

 (3) １枚目摘要欄 

   別紙第２により記入 

 (4) ２枚目以降 

  ア 項目番号 

    一連番号を記入 

  イ 物品番号 

    物品番号を記入 

  ウ 品名 

    品名を記入 

  エ 規格 

    部品番号を記入 

  オ 単位 

    単位を記入 

  カ 交付数量 

    記入しない。 

文言の修正 

（処理要領が記載

されているため） 
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  キ 返品数量 

    返還数量を記入 

  ク 摘要 

   別紙第２により記入する。 

  ケ 契約番号 

    根拠となる契約番号、ＤＰ番号又はＣＰ番号及び寄託時

等の証書番号等を記入 

  コ 機器一連番号 

    機器一連番号を記入 

  サ 単価 

    単価を記入 

  シ 証書番号 

    返還の際に付与した出荷整理番号を記入 

  ス 使用数量、残数量、受領証書番号 

    記入しない。 

３ 抽出証書の作成 

 証書記載の物品と異なる物品を受領した場合は、新たに別証

書（以下「抽出証書」という。）を作成しこうじょう官給申

請、所要事項を抽出して、記事欄に「（数量、単位）は（証書

番号）から抽出」と記入し、その証書に証書番号を付与するも

のとする。この場合、元の証書の記事欄に（数量、単位）は

（証書番号）へ抽出」と記入し、その関連を明記するとともに

抽出証書には「抽出証書」の表示をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  キ 返品数量 

    返還数量を記入 

  ク 摘要 

   別紙第２により記入する。 

  ケ 契約番号 

    根拠となる契約番号、ＤＰ番号又はＣＰ番号及び寄託時

等の証書番号等を記入 

  コ 機器一連番号 

    機器一連番号を記入 

  サ 単価 

    単価を記入 

  シ 証書番号 

    返還の際に付与した出荷整理番号を記入 

  ス 使用数量、残数量、受領証書番号 

    記入しない。 

３ 抽出証書の作成 

証書記載の物品と異なる物品を受領した場合は、新たに別証 

書（以下「抽出証書」という。）を作成し、所要事項を抽出し

て、備考欄等に「（項目番号、物品番号、数量、単位及び状条

等）は（元の証書番号）から抽出」と記入し、その証書に証書

番号を付与するものとする。この場合、元の証書の備考欄等に

「（項目番号、物品番号、数量、単位及び状条等）は（作成す

る証書番号）へ抽出」と記入し、その関連を明記するとともに

抽出証書には「抽出証書」の表示をしなければならない。 

 

４ 証書の処理 

証書の処理（Ｐ／Ｗを含む。）については付紙第１～３によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（受領書に対応し

た記載に訂正） 

 

 

 

 

第１項５号から移

動 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 処理要領の細分化

（付紙を３パター

ンに分別 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

処理要領の細分化

（付紙を３パター

ンに分別 
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処理要領の細分化

（付紙を３パター

ンに分別） 
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別紙第２（第１２条、第１６条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第２（第１２条、第１６条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会社の負担軽減 

（整理区分の記載

を省略） 

 

返還対象品（修理

対象品以外の要修

理品等）の追加 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

会社の負担軽減 

（整理区分の記載

を省略） 

文言の追加（より

丁寧な記述） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

会社の負担軽減 

（整理区分の記載

を省略） 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

会社の負担軽減 

（整理区分の記載

を省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第３（第１５条、第１６条、第１７条、第２３条、第４４
条、第４７条、第５４条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別紙第３（第１５条、第１６条、第１７条、第２４条、第４５
条、第５０条、第５７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関係条番号繰下げ 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（物品番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（証書番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（契約番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正 

（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

ＪＡＦＲ１２５改

正（構成内容の変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装

（通知→記録） 

ＪＡＦＲ１２５改

正（構成内容の変

更） 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第４（第１６条、第１８条、第２９条、第４４条、第４７
条、第５４条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

別紙第４（第１６条、第１８条、第３０条、第４５条、第５０ 
条、第５７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係条番号繰下げ 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 
 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（物品番号、証書

番号の例示等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 

 
 
 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（契約番号の例

示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

空自クラウド換装

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正（２補

の官取であるた

め、宛先明記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第５（第１９条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第５（第１９条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

空自クラウド換装

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明記

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第６（第１９条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第６（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



74 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第７（第２１条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第６（第２２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（構成内容の変

更） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

（契約番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（構成内容の変

更） 

記事欄への修理主

品目物品番号の追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第８（第２１条、第２４条、第２９条、第４４条、第５４条
関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙第７（第２２条、第３０条、第４５条、第５７条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

（物品番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

（証書番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 
 

空自クラウド換装 

（通知→記録） 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

（契約番号の例示

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正・補足 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

空自クラウド換装 

ＪＡＦＲ１２５改

正（通知→記録） 

（構成内容の変

更） 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第９（第２１条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第８（第２２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

装備品等目録によ

る（定型用紙とし

ての記載がないた

め） 

項番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１０（第２２条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第９（第２３条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１１（第３８条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第１０（第３９条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

文言の修正（より

丁寧な記述） 

（表現の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１２（第４０条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

別紙第１１（第４１条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１３（第４３条関係） 

 

 

別紙第１２（第４４条関係） 

 

 

 

別紙及び付紙様式

繰上げ 

関係条番号繰下げ 

会社の負担軽減 

（官主導で計画す

るため、現況調査

実施計画書の提出

は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

会社の負担軽減 

（官主導で計画す

るため、現況調査

実施計画書の提出

は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



93 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

会社の負担軽減 

（官主導で計画す

るため、現況調査

実施計画書の提出

は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



94 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

会社の負担軽減 

（官主導で計画す

るため、現況調査

実施計画書の提出

は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



95 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 

 

 

 

付紙様式繰上げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

付紙様式繰上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１４（第４４条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第１４（第４４条関係）（削除） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

空自クラウド換装

（エラーリストの

廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



98 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 別紙第１３（第４５条関係） 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

付紙を別紙に変更 

ＪＡＦＲ１２５改

正（工場受払不備

記号の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

   

ＪＡＦＲ１２５改

正（工場受払不備

記号の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（工場受払不備

記号の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（工場受払不備

記号の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１５（第４７条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙第１４（第５０条関係） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

業務の効率化 

（申請の電子化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領  

要  

理  

処  

等  

環  

返  

の  

品  

用  

不  



103 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１６（第４７条関係） 

 

別紙第１５（第５０条関係） 

 

別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙第１７（第５５条関係） 

 

別紙第１６（第５８条関係） 別紙繰上げ 

関係条番号繰下げ 

別紙様式繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

不要な項目の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１（第４条関係） 

 

 

 

別紙様式第１（第４条関係） 

 
 

 

 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

（表現の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２（第５条関係） 

 
 

 

 

別紙様式第２（第５条関係） 

 
 

 

 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

（表現の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３（第７条関係） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第３（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第４（第７条関係） 

 
 

 

 

別紙様式第４（第７条関係） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第５（第７条関係） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第５（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第６（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第６（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第７（第７条関係） 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

別紙様式第７（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第８（第８条、第４７条関係） 
 

 

別紙様式第８（第８条、第５０条関係） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係条番号繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

付紙 

 

付紙 誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 
 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の変更） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

  

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の変更） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誤記修正 

文言の修正（ＪＡ

ＦＲ１２５改正

（年度照合削除）

による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第９（第８条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

別紙様式第９（第８条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１０（第８条関係） 

 
 

 

別紙様式第１０（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１１（第９条、第１６条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第１１（第９条、第１６条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（出納官の名称

変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１２（第９条、第１５条、第３５条、第４１条関係） 

 

 

別紙様式第１２（第９条、第１５条、第３６条、第４２条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

関係条番号繰下げ

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１３（第９条、第１５条、第４１条関係） 別紙様式第１３（第９条、第１５条、第４２条関係） 関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１４（第９条、第１６条、第１７条、第３６条、第４
１条、第４７条、第４９条、第５３条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第１４（第９条、第１６条、第１７条、第３７条、第４ 
２条、第５０条、第５２条、第５６条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１５（第９条、第４６条関係） 

 

 

別紙様式第１５（第９条、第４７条関係） 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

  

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１６（第９条、第４７条、第４８条、第４９条関係） 
 

 

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第１６－１（第９条、第５０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式の枝番の

変更 

関係条番号削除等 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

付紙 

不用決定申請書の作成要領 

１ 作成区分 

  物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円以上の物

品増減及び現在額報告対象外品目及び３００万円未満に区分

し、監督官の確認を得て、３部提出する。 

ただし、物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円

以上の物品増減及び現在額報告対象外品目（部検コンデム品を

除く。）の場合は、機種又はＥ／Ｉ（上２桁）ごと別葉にす

る。 

 

２ 記入要領 

(1) 宛先 

 「航空自衛隊 第２補給処長」と記入する。 

(2) 申請年月日 

 申請する年月日を和暦で記入する。 

(3) 基地名 

 契約工場名及び工場補給単位番号を記入する。 

(4) 申請者 

 契約工場名及び工場物品管理責任者の氏名を記入する。 

(5) 物品番号、品名、単位、数量 

 それぞれの欄に該当する事項を記入するとともに、各欄の

次の行にカッコを付して材料記号、基準品名、基準単位及び

総重量を記入する。      

なお、材料記号、基準品名及び基準単位については、「不

用材料別区分表」（別紙第１６）を参照すること。 

(6) 単価（金額） 

 当該物品の単価及び合価を記入する。識別緒元変更該当品

目表がある場合は、この品目表に記載されている単価を記入

する。不明なときは、在庫統制課担当に照会する。 

 

付紙 

不用決定申請書の作成要領 

１ 作成区分 

  物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円以上の物

品増減及び現在額報告対象外品目及び３００万円未満の品目に

区分し、監督官の確認を得て、電子データをメール送信する。

ただし、物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円以

上の物品増減及び現在額報告対象外品目（部検コンデム品を除

く。）の場合は、機種又は修理主品目物品番号ごと別葉にす

る。 

 

２ 記入要領 

(1) 宛先 

 「航空自衛隊 第２補給処長」と記入する。 

(2) 申請年月日 

 申請する年月日を和暦で記入する。 

(3) 工場補給単位番号及び会社名 

 工場補給単位番号及び契約工場名を記入する。 

(4) 申請者 

 工場物品管理責任者の氏名を記入する。 

(5) 物品番号、品名、単位、数量 

 それぞれの欄に該当する事項を記入するとともに、各欄の

次の行にカッコを付して材料記号、基準品名、基準単位及び

総重量を記入する。      

なお、材料記号、基準品名及び基準単位については、「不 

用材料別区分表」（別紙第１５）を参照すること。 

(6) 単価（金額） 

 当該物品の単価及び合価を記入する。識別諸元変更該当品

目表がある場合は、この品目表に記載されている単価を記入

する。不明なときは、資材計画部在庫統制課総括班に照会す

る。 

 

 

 

誤記修正 

（以降同様） 

業務の効率化 

（申請の電子化） 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

 

 

 

 

 

 

誤記修正（項目の

誤記） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙繰上げ 

 

 

 

文言の修正（より

丁寧な記述） 



134 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

(7) 不用の理由 

ア 正常損耗の場合は、次による。 

  「正常損耗による修理不能品」 

  なお、物品増減及び現在額報告対象品目及び単価３００

万円以上の物品増減及び現在額報告対象外品目で修理不能

の場合は、第４７条第１項第３号の資料を添付する。 

イ その他の理由の場合は、具体的な事実を記入する。記入

欄が不足する場合は、別紙を作成して添付する。 

(8) 使用年数／耐用年数 

   使用年数及び耐用年数を記入する。不明の場合は空白とす 

る。 

(9) 処分の予定 

   記入しない。 

(10)  記事 

     調達要求番号、契約番号及び修理品目（Ｅ／Ｉ）又は、機 

種・機番を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 不用の理由 

ア 正常損耗の場合は、次による。 

  「正常損耗による修理不能品」 

なお、物品増減及び現在額報告対象品目及び単価３００ 

万円以上の物品増減及び現在額報告対象外品目で修理不能 

の場合は、第５０条第１項第３号の資料を添付する。 

イ その他の理由の場合は、具体的な事実を記入する。記入

欄が不足する場合は、別紙を作成して添付する。 

(8) 使用年数／耐用年数 

 使用年数及び耐用年数を記入する。不明の場合は空白とす

る。 

(9) 処分の予定 

 記入しない。 

(10) 記事 
   契約番号及び修理主品目物品番号又は、機種及び機番を記 

入する。 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

条繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の負担軽減 

（記載事項の省

略） 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１６－１（第４７条関係） 

 
 

 

 

別紙様式第１６－２（第５０条関係） 

 

 

 

別紙様式の枝番の

変更 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１６－２（第４７条関係） 

 

 

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    
    

    

    

別紙様式第１６－３（第５０条関係） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式の枝番の

変更 

関係条番号繰下げ 

会社の負担軽減

（記載事項の省

略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１７（第９条、第２１条関係） 
 

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第１７（第９条、第２２条関係） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

関係条番号繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（様式の変更） 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

  

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

  

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 
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旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（請求原票

（Ｂ）→官給申請

書）による項目の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１８（第１０条関係） 

 

 
 

 

 
 

 

別紙様式第１８（第１０条関係） 

 
 

 
 

 

 
 

 

ＪＡＦＲ１２５の

改正（証書台帳の

様式変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 
 

 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５の

改正（証書台帳の

様式変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第１９（第１４条関係） 

 

 

 
 

 

 

別紙様式第１９（第１４条関係） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２０－１（第２０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙様式第２０－１（第２０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先等明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２０－１（第２０条関係） 
付紙 
 

業者負担品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書の記入要領 

 

 

１ 申請書は、原則として追加指定、指定解除の別に作成し、１枚に記入

できない場合は、申請書の様式に準じて作成することができる。 

  なお、提出部数は２部とする。 

 

２ 「調達」欄は、修理契約会社で調達した（する）当該事項を次により

記入する。 

(1) 「期間」欄は、月数を記入する（１か年の場合は、「１２」と記入す

る。）。 

(2) 「ロット」欄は、調達した（する）数量を記入する。 

(3) 「源」欄は、国内調達の場合は「Ｄ」、輸入の場合は「Ｉ」、自社製

品の場合は「Ｐ」と記入する。 

 

３ 「単価」欄は、前項の調達した（する）品目の単価について、次のと

おり上欄に記入する。 

 (1) 「記号」欄は、実績単価の場合は「Ｇ」、見積単価の場合は「Ｍ」の 

記号を記入する。 

(2) 「価格」欄には価格を、「単位」欄には単位を記入する。 

単位は、円の場合「Ｙ」、ドルの場合「Ｄ」と記入する。 

 

４ 「親Ｓ／Ｎ」欄は、親器材（当該部品から見た上位の部品）の物品番 

号を記入する。 

 

５ 「ＵＰＡ」欄は、ＵＰＡ（装着数）を記入する。 

 

６ 「Ｒ／Ｆ」欄は、Ｒ／Ｆ（交換率％）を記入する。 

 

７ 「理由」欄は、理由のほか、追加指定又は指定解除の希望時期を記入 

する。 

  なお、追加指定の場合において、特に自社製品の場合は、それを証明 

し得る根拠（例：国産化承認番号）を記入する。 

 

 
付紙 
 

業者負担品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書の記入要領 

 

 

１ 申請書は、原則として追加指定、指定解除の別に作成し、１枚に記入

できない場合は、申請書の様式に準じて作成することができる。 

  なお、提出部数は２部とする。 

 

２ 「調達」欄は、修理契約会社で調達した（する）当該事項を次の各号

により記入する。 

(1) 「期間」欄は、月数を記入する（１か年の場合は、「１２」と記入す

る。）。 

(2) 「ロット」欄は、調達した（する）数量を記入する。 

(3) 「源」欄は、国内調達の場合は「Ｄ」、輸入の場合は「Ｉ」、自社製

品の場合は「Ｐ」と記入する。 

 

３ 「単価」欄は、前項の調達した（する）品目の単価について、次の各

号のとおり上欄に記入する。 

 (1) 「記号」欄は、実績単価の場合は「Ｇ」、見積単価の場合は「Ｍ」の 

記号を記入する。 

(2) 「価格」欄は、価格を記入する。 

(3) 「単位」欄は、円の場合「Ｙ」、ドルの場合「Ｄ」と記入する。 

 

４ 「修理主品目物品番号」欄は、親器材（当該部品から見た上位の部 

品）の物品番号を記入する。 

 

５ 「ＵＰＡ」欄は、ＵＰＡ（装着数）を記入する。 

 

６ 「Ｒ／Ｆ」欄は、Ｒ／Ｆ（交換率％）を記入する。 

 

７ 「理由」欄は、理由のほか、追加指定又は指定解除の希望時期を記入 

する。 

  なお、追加指定の場合において、特に自社製品の場合は、それを証明

し得る根拠（例：国産化承認番号）を記入する。 

 

誤記修正 

文言の修正（表現

の変更）（より丁寧

な記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２０－２（第２０条関係） 

 

別紙様式第２０－２（第２０条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載項目（修理主

品目物品番号）の

追加 

文言の修正 

（より丁寧な記

述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２１－１（第２３条関連） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第２１－１（第２４条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２１－２（第２３条関連） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第２１－２（第２４条関係） 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

不要な項目の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２２（第２９条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙様式第２２（第３０条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係条番号繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２３（第３０条、第３２条関係） 

 

 
 
 

 

別紙様式第２３（第３１条、第３３条関係） 

 
 
 

 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正（項目の

誤記） 

文言の修正（表現

の変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２４（第３１条関係） 

 

 
 

 

 

別紙様式第２４（第３２条関係） 

 
 

関係条番号繰下げ 

文言の修正（公印

省略の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２５（第３４条関係） 

 

別紙様式第２５（第３５条関係） 

 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先等明

記） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２６（第３５条関係） 

 

別紙様式第２６（第３６条関係） 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２７（第３８条関係） 

 

別紙様式第２７（第３９条関係） 

 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＦＲ１２５改

正（記名の追加） 

誤記修正（空欄削

除等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２８（第３８条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

別紙様式第２８（第３９条関係） 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

関係条番号繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第２９（第４２条関係） 

 
 

 

別紙様式第２９（第４３条関係） 

 

 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３０（第４２条関係） 

 

 

別紙様式第３０（第４３条関係） 

 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３１（第４２条関係） 

 
 

 

 

別紙様式第３１（第４３条関係） 

 
 

 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正 

（２補の官取であ

るため、宛先明

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３２（第４２条関係） 

 

 

 

別紙様式第３２（第４３条関係） 

 

関係条番号繰下げ 

文言の修正（公印

省略の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第３３（第２１条、第４８条関係） 業務の見直し（処

理要領（再官給の

処理）追加による

様式の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３３（第５５条関係） 

 

 

別紙様式第３４（第５８条関係） 

 
 

 

別紙様式及び関係

条番号繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

別紙様式第３４（第５５条関係） 
 

別紙様式第３５（第５８条、第５９条関係） 
 

別紙様式及び関係

条番号繰下げ 

ＪＡＦＲ１２５改

正（Ｅ／Ｉコード

の廃止） 

誤記修正 



171 

 

旧（現行） 新（改正案） 改正理由等 

   

 


